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一

一

論

説

二公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
戸画「

一、-'

I
l
l
-
西
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
「
権
利
」
「
権
利
投
損
」
お
よ
び
「
違
法
事
由
」

目

次

は
じ
め
に

第
一
章
隣
人
訴
訟
の
前
史

第
二
章
隣
人
訴
訟
の
承
認

第
一
節
戦
後
法
制
の
概
観
(
以
上
前
号
)

第
二
節
隣
人
訴
訟
の
承
認

大

有

西

第
三
章
隣
人
訴
訟
の
発
展

第
一
節
法
制
度
の
概
観

第
一
款
現
行
建
築
法
制
の
概
観
(
以
上
本
号
)

第
四
章
隣
人
訴
訟
の
展
開

お
わ
り
に
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説

第
二
章

隣
人
訴
訟
の
承
認

呈A
民間

第
二
節

隣
人
訴
訟
の
承
認

第

三重h

週坑

承
認
へ
の
胎
動

い
わ
ゆ
る
概
括
条
項
の
導
入
を
お
も
な
特
色
と
す
る
戦
後
行
政
裁
判
法
制
の
変
革
の
中
で
、

し
か
し
な
お
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
は

否
定
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
原
告
隣
人
の
土
地
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
な
切
り
妻
屋
根
に
、
天
窓
を
突
き
出
す
た
め
、
被
告
郡
長
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
免
除

(
宮
田
宮
口
印
)
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
へ
ツ
セ
ン
高
等
行
政
裁
判
所
一
九
五

O
年
五
月
二
四
日
判
決
料
訴
え
を
却
下
し
て
い
る
。
判
決
は
、
プ
ロ
イ

セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
二
九
年
六
月
二

O
日
判
艇
を
引
き
つ
つ
、
免
除
は
第
三
者
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
、
第
三
者
へ
の
影
響
は
建

築
主
の
免
除
利
用
行
為
か
ら
生
ず
る
こ
と
、
第
三
者
か
ら
の
訴
え
は
明
文
で
は
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
か
ら
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
公
法
上
の
請
求
権
(
〉
日
胃
ロ

nZ)
は
、
第
三
者
に
は
建
築
警
察
法
(
回
白
毛
色
町
巳

2
8
E
Eロ
m)
か
ら
は
生
じ
な
い
。
境
界
線
か
ら
の
間
隔

(
側
面
後
退
距
離
)
規
定
は
隣
人
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
が
、
こ
れ
は
当
該
規
定
を
考
慮
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
行
政
庁
の
義
務
の
い
わ
ゆ
る
反

射
効
で
あ
る
。
建
築
許
可
や
免
除
は
、
隣
人
利
益
の
保
護
を
直
接
の
目
的
に
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
処
分
手
続
へ
の
隣
人
の
参
加
規
律
の
な
い
こ

と
が
決
定
的
で
あ
る
。
参
加
規
律
の
存
在
か
ら
判
例
は
隣
人
の
抗
告
訴
訟
(
〉
ロ
r
n
y
Eロ
宮
w
g
m巾
)
を
許
し
て
い
る
。
最
後
に
、
訴
訟
経
済
が
取

消
訴
訟
に
反
対
す
る
。
つ
ま
り
、
通
常
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
と
に
同
時
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
抗
告
訴
訟
に
敗
れ
て
も
妨
害
排
除
訴

訟
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
行
政
訴
訟
に
法
的
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
権
利
侵
害
(
同

R
Z
2
R
]巾
ロ
ロ
口
問
)
が
な
い
た
め
、

北法41(2・72)582



本
件
訴
え
は
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
。
L

ま
た
、
戦
前
か
ら
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
承
認
し
て
い
た
ザ
ク
セ
ン
は
、
戦
後
、
東
ド
イ
ツ
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
っ
足
。

こ
う
し
た
事
態
を
み
る
な
ら
ば
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、
あ
た
か
も
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
承
認
さ
れ
る
余
地
は
な
く
な
っ
た
か

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
は
外
見
と
は
異
な
り
、
学
説
・
判
例
上
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
承
認
へ
向
け

て
、
確
か
な
胎
動
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(
C
・
∞
R
V
O
同
)
が
先
鞭
を
つ
け
た
。
彼
の
議
論
は
、
当
時
の

V
G
G
三
六
条

(
V
O
一
六
五
・
二

三
条
三
項
)
が
「
行
政
庁
が
そ
の
裁
量
に
も
と
づ
い
て
決
定
す
る
権
限
を
有
し
、
法
律
上
別
段
の
定
め
な
き
と
き
、
抗
告
訴
訟
は
み
ぎ
裁
量

が
法
律
の
意
味
で
行
使
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
と
り
わ
け
裁
量
濫
用
の
存
す
る
こ
と
に
の
み
依
拠
で
き
る
。
L

と
し
て
い
た
こ
と
に
か
か
わ
る
。

す
な
わ
ち
、
具
体
の
事
案
に
お
い
て
、
誰
に
、
寝
庇
の
な
い
裁
量
行
使
を
求
め
る
(
形
式
的

2
2
5色
)
)
権
利
が
帰
属
し
、
誰
が
、

V
G
G

三
六
条
に
も
と
づ
く
訴
訟
の
実
体
的
原
告
適
格
を
有
す
る

F
E
Z
-括
主
百
円
伶
三
)
か
、
と
い
う
問
題
を
論
ず
る
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で

2 

一
九
四
八
年
、

パ
ッ
ホ
フ

ま
ず
、

あ
っ
た
。
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

「
行
政
決
定

(σ
岳
α
丘一一
n
Z
開
HHHRF色
合
口
問
)
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
個
人
的
利
益
を
侵
害

(
σ
Z
E可悶
n
F
5
1
)
さ
れ
る
者
の
す
べ
て
が
、

当
該
決
定
に
よ
り
:
・
》
:
・
彼
に
帰
属
す
る
《
権
利
を
侵
害

9
2吉
守
山
門
互
応
同
)
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
係
争
処
分
(
〈
R
E担
5m)
が
、
原
告
の

:
》
法
的
に
保
護
さ
れ
た
《
利
益
(
吋
R
Z
E岳

m
g
n
F
g
N
S
F
5
5
8巾
)
を
侵
害
(
開
宮
崎
氏
ご
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、

V
G
G
三
六
条
の
訴

え
は
許
容
さ
れ
る

(
E
g
g
-
m
k
問
題
は
何
が
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
か
に
あ
り
、
こ
れ
は
た
だ
具
体
の
事
案
に
適
用
さ
れ
る
諸
々
の
規

範
に
も
と
づ
い
て
決
せ
ら
れ
る
。
」
(
符
号
原
文
、
省
略
引
用
者
)

北法41(2・73)583

さ
ら
に
、

パ
ッ
ホ
フ
は
第
三
者
が
原
告
の
場
合
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
困
難
は
第
三
者
[
建
築
主
]
に
与
え
ら
れ
た
許
可
な
ど
の
抗
告
が
問
題
と
な
る
と
き
に
生
じ
る
。
[
法
的
利
益
・
訴
権
(
呂
田
m
q
R
Z
)
の
承



説

認
に
は
原
告
が
法
的
権
能

(
B
n
F
E
n
F
g
ロ
弓
貯
ロ
)
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
]
こ
こ
に
い
う
法
的
権
能
と
は
、
法
秩
序
が
原
告
固
有
の

個
人
的
利
益
と
し
て
承
認
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
規
律
の
単
な
る
反
射
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
規
範
が
何
人
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
し
て
探
究
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ

〉
「
ノ
。
」

三A
長岡

パ
ッ
ホ
フ
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
一
般
的
に
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
原
告
隣
人
に
法
的
権
能
・
法
的
利
益
・
訴
権
(
百
認
め
『

R
Z
)

が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
を
、
当
該
事
案
に
適
用
さ
れ
る
規
範
が
誰
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
の
解
釈
に
決
定
的
に
委
ね
た
の
で
あ
っ

た
。
本
稿
は
、
以
下
、
こ
う
し
た
見
解
を
通
例
に
し
た
が
っ
て
、

《
保
護
規
範
説
》
と
呼
ぶ
。

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
好
意
的
な
パ
ッ
ホ
フ
の
よ
う
な
見
解
は
、
し
か
し
異
説
・
珍
説
の
類
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
時
の
学
説
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
否
定
的
・
消
極
的
な
者
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
公
法
上
の
建

築
隣
人
訴
訟
を
積
極
的
に
承
認
し
よ
う
と
し
た
の
は
学
説
よ
り
も
判
例
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

筆
者
が
参
照
で
き
た
ラ
ン
ト
上
級
審
レ
ベ
ル
の
判
決
の
中
で
、
戦
後
初
め
て
建
築
許
可
の
取
消
訴
訟
を
認
め
た
の
は
、

級
行
政
裁
判
所
の
二
つ
の
判
決
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
と
も
に
一
般
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
事
情
に
も
と
づ

3 

ハ
ン
ブ
ル
ク
上

く
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
同
裁
判
所
一
九
四
八
年
三
月
二
五
日
判
決
は
、
原
告
第
三
者
か
ら
の
建
築
許
可
取
消
請
求
を
認
容
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
ラ
イ
ヒ
供
出
法
克
巳
与
色
。
一
位
5
m
m
m
g
o
R
)
に
も
と
づ
く
供
出
命
令
に
よ
り
、
代
用
住
宅
建
築
の
た
め
の
土
地
を
供
出
し
た
土
地
所
有

者
が
、
建
築
さ
れ
る
建
物
の
強
度
、
目
的
違
反
を
理
由
に
建
築
許
可
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
、

と
い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
官
吏
、
学
校
、
軍
、
囚
人
施
設
な
ど
の
給
付
関
係
に
は
、
給
付
義
務
者
も
し
く
は
権
力
に
服
す
る
者
の
人
格
に

対
す
る
広
範
な
配
慮
義
務
(
句
宗
門
Z
N
R
3
5
0招
巾
)
と
そ
の
者
の
財
産
権
の
保
護
義
務
弔
問
ロ

n
z
g
吋。
F
E
)
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

北法41(2・74)584



を
従
前
よ
り
述
べ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
本
件
被
告
建
築
機
関
も
、
給
付
受
取
人
に
対
す
る
監
督
機
関
を
兼
ね
る
と
き
に
は
、
原
告
の
土
地

が
義
務
づ
け
ら
れ
た
程
度
を
超
え
て
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る

2
2
m
g
)
義
務
を
負
う
と
し
て
、
原
告
が
供
出
法
に
も
と
づ
い
て
、
土
地

の
許
さ
れ
た
利
用
を
遵
守
す
る
よ
う
に
被
告
に
求
め
る
公
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

本
判
決
で
は
、
隣
人
以
外
の
第
三
者
が
原
告
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
供
出
法
に
も
と
づ
く
配
慮
・
保
護
義
務
が
争
点
と
な
っ
て
お

り
、
通
常
の
隣
人
訴
訟
と
は
様
相
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

山
他
の
ひ
と
つ
は
、
窓
設
置
権
(
司

2
2
q
E
n
y円
)
に
関
し
、
境
界
線
と
の
間
に
一
定
の
間
隔
(
側
面
後
退
距
離
)
を
確
保
す
べ
し
と
す
る

規
定
か
ら
の
免
除
が
争
わ
れ
た
事
案
に
関
す
る
、
同
裁
判
所
一
九
四
九
年
一

O
月
一
九
日
判
決
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
隣
人
は
彼
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
免
除
反
対
理
由
が
義
務
に
か
な
っ
た
裁
量
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
し
、

本
件
で
は
こ
れ
が
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
窓
設
置
権
に
関
す
る
規
定
は
、
隣
人
に
異
議
申
出
権
(
項
目
己
R
告
E
岳
民
R
Z
)
を
与
え
、
公
法
上
の
性

格
を
有
す
る
こ
と
、
二
疋
の
間
隔
の
確
保
を
義
務
づ
け
る
規
定
か
ら
の
免
除
に
は
隣
人
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に
本
件
で
は
こ
れ
が
無

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
理
由
に
原
告
隣
人
か
ら
の
免
除
取
消
請
求
を
認
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。

公法上の建築隣人訴訟(2) 

本
判
決
も
ま
た
、
窓
設
置
権
に
関
す
る
隣
人
の
同
意
を
必
要
と
す
る
免
除
が
争
わ
れ
て
い
る
点
で
、
一
般
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

を
含
む
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
後
述
す
る
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
五
四
年
二
月
二
五
日
決
定
は
、
本
判
決
を
引
き
つ
つ
、
窓
設
置
権

に
は
実
体
上
・
形
式
上
特
別
な
事
情
(
印
。
者
O

E

自
己
q
E
-
項
目
。
甘
口
H
M
O
Z

回

g。
ロ
号
円
。
印
)
が
存
す
る
と
し
て
い
る
ほ
か
、
な
に
よ
り
も
、

ハ
ン
ブ
ル
グ
上
級
行
政
裁
判
所
自
身
が
、
そ
の
一
九
五
九
年
四
月
九
日
判
決
に
お
い
て
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
原
則
的
に
否
定
し
つ

つ
、
窓
設
置
権
は
別
だ
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

北法41(2・75)585

さ
て
、
戦
後
初
め
て
本
格
的
な
理
由
を
賦
し
つ
つ
、
正
面
か
ら
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
許
容
し
た
の
は
、
か
つ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の

本
拠
地
で
あ
り
、
戦
前
一
貫
し
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し
て
い
た
、
か
の
ベ
ル
リ
ン
の
上
級
行
政
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

4 



説

一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
れ
を
詳
し
く
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

論

(
1
)
ロ〈∞]・]{坦印

HW
∞
-H∞
AH
同・

(
2
)
句
ユ
『
，

E
-
印。

(HUNS-ω
・叶
um-
参
照
、
本
稿
第
一
章
第
二
節
二
の
2
の

ω、
ω。

(
3
)
〉
由
。
(
司
戸
同
)
・

ω-H∞印・

(
4
)
判
決
は
こ
こ
で
、
巧

-
r
E
Z
F
P
〈
q
d〈巳
Z
ロ
肉
質
巾
円
宮
・

ω・
〉
z
p
冨品∞・

ω-NOω
を
引
用
し
て
い
る
。

(
5
)
〉
曲
。
(
司
ロ
・
同
)
・

ω
-
H∞
印
・
引
用
部
分
後
半
の
訴
訟
経
済
に
関
す
る
説
示
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
訴
訟
の
補
充
原
則
缶
百
ロ
仏
g
R
骨吋

ωロ
σ印
広
広
『
一
芯
同
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
行
政
介
入
請
求
の
事
案
に
お
い
て
度
々
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ぐ
包
・
。
ぐ
の

戸ロロ巾
σロ
吋
明
白
ユ
・

4
・
ω
0
・∞
-

H
也
市
山

0

・
ロ
〈
∞
-

H

申

E
ω
・∞∞九日同

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
否
定
し
た
そ
の
他
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、

4m--
冨・

ω巾
-
Z
H
M
g
p
-
h
E省
庁

E
g
m
z
E
p
c
u
r
B忠
実
母
円

R
Fロ
E
n町
Hlmnysny巾ロ

Z
白
nvσ
由同・
E
血
肉
巾
日
百
四
回
己
H-mnZJ
ロ
ぐ
∞
F
E
E
-
ω
N吋

ω
町内・

(Nコ
)
一
己
・
。
・
∞
巾
H・mmHJ
の円ロコ品目一円白
mmD

E
B毛色丹円巾
n
z
E
n
F
q
Z
R
F
σ
同吋
w
z
m
g・
5
∞
NWω
・
ω
H
S
F
司
ロ
・
日
ロ
ロ
色
町
・

(6)
参
照
、

F
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
(
成
瀬
治
・
坂
井
栄
八
郎
訳
)
『
ド
イ
ツ
国
制
史
』
(
一
九
八

O
年
)
五
一
一
頁
以
下
。

(
7
)
切
回
門
町
。
戸
コ
ロ
日
巾
〈
ゆ
コ
司
白

-Zロ
m∞ma--nyEny巾開口出向山田凹巾ロ印}内
O
ロ
可
♀
Sw.-ω
』

N
E
K
H
m
y
ω
U・
2
N
R

(
8
)
椴
庇
の
な
い
裁
量
行
使
請
求
権
、
あ
る
い
は
無
畷
庇
裁
量
行
使
請
求
権
に
つ
き
、
参
照
、
交
告
尚
史
寸
無
取
統
裁
量
行
使
請
求
権
」
成
田
頼
明

編
『
行
政
法
の
争
点
(
新
版
)
』
(
一
九
九

O
年
)
五
二
頁
以
下
、
お
よ
び
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
文
献
。
さ
ら
に
、
原
因
尚
彦
『
環
境
権

と
裁
判
』
(
一
九
七
七
年
)
二
八

O
頁
以
下
注

(
2
)
を
み
よ
。

パ
ツ
ホ
フ
自
身
に
お
け
る
回
収
庇
の
な
い
裁
量
行
使
請
求
権
の
理
解
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寸
隣
人
は
、
多
く
の
ラ

ン
ト
建
築
法
に
よ
る
と
、
客
観
法
に
反
し
た
建
築
案
を
阻
止
す
る
よ
う
に
建
築
許
可
庁
に
求
め
る
請
求
権
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
通
例
、

隣
人
は
建
築
案
に
関
し
聴
聞
を
受
け
、
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
し
も
、
隣
人
が
聴
聞
さ
れ
る
こ
と
な
く
建
築
が
許
可
さ
れ
た
な
ら

ば
、
隣
人
は
こ
の
手
続
上
の
権
利
を
侵
害

(
4
q
Z
R同
)
さ
れ
て
い
る
。
聴
聞
権
も
ま
た
、
隣
人
に
与
え
ら
れ
た
意
思
カ
で
あ
り
、
行
政
庁
の
特
定

行
為
を
求
め
る
請
求
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隣
人
の
異
議
申
出
が
手
続
き
に
適
合
し
つ
つ
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
な
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公法上の建築隣人訴訟 (2) 

ら
ば
、
隣
人
に
実
体
的
権
利
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
決
定
[
異
議
申
出
棄
却
裁
決
]
を
結
論
と
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
決
定
の
理
由
が
、
正
当
な
考
慮
で
は
な
く
、
決
定
権
を
持
つ
官
吏
へ
の
申
請
人
の
個
人
的
贈
与
に
あ
る
と
き
、
隣
人
は
争
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
は
裁
量
濫
用
が
あ
る
。
行
政
裁
判
所
は
隣
人
の
訴
え
に
も
と
づ
き
、
そ
う
い
う
決
定
を
取
り
消
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を

意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
特
定
内
容
の
行
政
決
定
を
求
め
る
実
体
的
権
利
が
な
い
場
合
で
も
、
隣
人
に
は
少
な
く
と
も
行
政
庁
が
裁

量
限
界
を
無
視
し
て
決
定
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
形
式
的
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
L

(
切

R
Z
F
E巾
〈
句
当
包
吉
口
問
団
m
q
R
Z
]ナ

門
町
巾
同

g
m巾
白
丘
〈

0
5白
F
B巾
巾
一
口
巾
司
〉
g
g
y白ロ門出口口
mF
回申印

H・
M-
〉
ロ
コ
ニ
ロ
ロ
〈
巾
『
出
口
門
凶

R
Z
〉口町一

-
w
5
2・
ω・
2
同
・
一
〈
肉
]
・
出
口
門
町
内
同
巾
『
印
よ
白
血
(
)

(明ロ・

3
・
ωち・叶日
0

・
己
負
∞
・
・
〉
ロ

g
q
wロロ
m
N
C

∞
〈
句
者

P
C
ユ
4
・
H

∞
∞

-
E
2・
ロ
〈
回
戸
回
申
告
・

ω
ロ
∞
『
『
(
H
N

∞同・))。

(

9

)

E

〉
}
丘
三
巾
m
E
B民一
o
ロ
ョ
を
実
体
的
原
告
適
格
と
訳
す
の
は
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
二
四
頁
で
あ
る
。

(
叩
)
〉
白
O
(
司
コ
・
叶
)
唱

ωu・
2
∞・

(
日
)
〉
白
(
)
(
司
ロ
・
叶

)wω
円}・

2φ
・

(
ロ
)
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
反
対
説
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
、
〈
肉
}
・
出
・

ωnyロ
冊
目
己
負
-
〉
ロ

B
R
Wロロ
m

N
ロ
円
〈
の
出
血
ロ
ロ
O
〈
RW

〈
広
・
ロ

-
E品∞
-
U
〈
出
品
少

ω・
5
叶内

-w
巧
5gu--
∞ロ
σ』巾
E
-
4
2
閉山巾

n
z
z
E
F
B
g
m巾ロ
3・
0
〈

5
s
w
ω
・
ωω
由民・

(ω
白)・

(
日
)
冨
U
閉
山
冨
怠
ゆ

ω・
呂
町
内
・

(HH)
ロ
〈
∞
戸

HUhswω-M∞
ω
同・

(
日
)
∞
〈
巾
門
司
の
開

-w∞ω
・

(
同
)
ロ
〈
∞
戸
邑
印
少

ω・∞
N
M
R
-

(
げ
)
〉
同
(
)
(
司
ロ
-
H
m
)

・
ω
∞
ωω
・

(
日
)
一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
が
、
戦
後
初
め
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の

は
、
。
・
4
弓

Z
8
3
3回
2
2
E
E口
問
均
一
色
付
。
ロ
ロ
己

g
z
m
w片
山
〈
品
目
民
同
g
E
n
F
g
m
R
Z
J
Z』者

E
P
ω
・
包

ω
民・

(
ω
8
3・
N
C
)

で
あ
る
。
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説

第
二
款

隣
人
訴
訟
の
承
認

論

ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決

事
案
の
概
要
と
結
論

ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
五
二
年
五
月
二
九
日
判
決
の
事
案
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し

て
住
宅
の
建
築
だ
け
が
許
さ
れ
、
日
用
品
の
取
扱
い
を
除
く
商
工
業
の
営
業
を
禁
じ
ら
れ
た
住
居
地
域
に
お
い
て
、
み
ぎ
営
業
を
許
す
、
禁

止
か
ら
の
免
除
(
∞
止
Z
E口
問
)
と
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
営
業
施
設
の
建
築
許
可
と
を
隣
人
が
争
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
記
。

結
論
と
し
て
、
本
判
決
は
、
免
除
の
要
件
(
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
五
条
二
項
)
が
ひ
と
つ
と
し
て
充
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
免
除

と
建
築
許
可
と
を
取
り
消
し
て
い
る
。

本
判
決
は
、
出
訴
期
間
、
訴
願
前
置
、
被
告
適
格
と
い
っ
た
一
般
的
な
訴
訟
要
件
の
問
題
の
ほ
か
、
建
築
許
可
を
得
て
既
に
投
資
を
行
な
っ

た
建
築
主
の
信
頼
保
護
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
論
点
に
対
し
て
極
め
て
詳
細
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
本
判
決
が
公
法

上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
る
た
め
に
展
開
し
た
次
の
二
つ
の
論
点
に
関
す
る
説
一
万
だ
け
を
と
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
①
免
除

の
賦
与
は
行
政
行
為
か
、
②
原
告
隣
人
に
は
「
権
利
L

が
認
め
ら
れ
る
か
、
の
二
点
で
あ
る
。
本
判
決
が
初
め
て
本
格
的
な
理
由
づ
け
を
と

も
な
っ
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
資
料
的
価
値
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
た
め
、
い
さ
さ
か
長
く
な

み
ぎ
二
点
に
関
す
る
判
決
理
由
の
大
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

る
け
れ
ど
も
、

北法41(2・78)588



2 

判
決
理
由
の
大
要

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

①
免
除
の
法
的
性
質

「
免
除
は
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
法
二
三
条
に
い
う
行
政
行
為
と
み
な
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
元
来
そ
れ
は
行
政
の
行
為
で
は
な
く
、

富山』

2
5
F
C門日常

ω
g丘団
z
z
-
z
z
n
y
Zロ
に
算
入
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
実
体
的
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
っ
討
。
し
か
し
、
後
日
、
純
然
た
る
行
政

行
為
へ
と
発
展
す
る
。
す
で
に
、
一
八
八
三
年
の
権
限
法
一
四
五
条
が
免
除
に
対
す
る
訴
願
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
の
建
築
警
察

権
限
法
が
免
除
権
限
を
建
築
許
可
庁
に
与
え
た
。
ま
た
、
免
除
の
賦
与
は
も
は
や
完
全
に
自
由
な
裁
量
事
項
で
は
な
く
法
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
み
ぎ
権
限
法
施
行
規
定
に
よ
れ
ば
、
免
除
は
か
規
定
内
容
の
実
施
が
具
体
の
事
案
で
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
障
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
白

で
、
規
定
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
公
益
に
合
致
す
る
か
、
あ
る
い
は
公
共
の
福
祉
が
変
更
を
要
求
す
る
と
き
に
考
慮
さ
れ
る
0
4

し
た
が
っ
て
、

建
築
法
規
定
か
ら
の
免
除
は
、
行
政
庁
に
よ
り
具
体
の
事
案
を
規
律
す
る
た
め
に
公
法
の
領
域
に
お
い
て
な
さ
れ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は

行
政
行
為
で
あ
り
原
則
と
し
て
行
政
裁
判
手
続
で
の
抗
告
に
服
す
る
。
」
(
引
用
符
原
文
)

②
権
利
の
存
在

「
訴
え
は
行
政
行
為
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
(
〈
R
Z
R門
)
こ
と
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
本
件
の
場
合
、
住
居
地
域
指
定

に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
の
土
地
所
有
者
に
、
そ
の
侵
害
(
〈
巾
ユ
巾
門
N
E
m
)
が
か
権
利
へ
の
u

侵
害
(
田
口
明
日
)
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
法
的
地
位

が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
が
審
査
さ
れ
る
。
」

「
と
こ
ろ
で
、
い
ま
な
お
有
力
な
見
解
は
種
々
の
理
由
で
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
否
定
し
て
い
る
。
第
一
に
、
私
権
侵
害
(
〈
R
F
R
Z口
問
〈
。
口

早
守
主
R
n
y
Rロ
)
が
否
定
さ
れ
る
。
私
権
は
建
築
許
可
・
免
除
の
影
響
を
受
け
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
な
お
正
し
い
。
第
二
に
、
南
ド
イ
ツ
で
抗
告
訴

訟
の
要
件
と
さ
れ
る
か
権
利
。
侵
害
(
〈

R
Z
Rロ
ロ
肉
色
ロ
2
3
2
Z岳
民
〈

g
河

R
Z
B
E
)
に
い
う
か
権
利
。
は
、
も
は
や
厳
格
に
理
解
さ
れ
て

い
な
い
。
第
三
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
隣
人
訴
訟
が
否
定
さ
れ
た
理
由
は
一
部
、
列
記
主
義
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
概
括
条
項
導
入
以
降
、

問
題
に
な
ら
な
い
。
今
や
す
べ
て
の
行
政
行
為
に
対
し
て
抗
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、
建
築
警
察
命
令
の
責
務
は
公
衆
の
利
益
の
維
持
に

あ
り
個
人
の
利
益
で
は
な
い
か
ら
、
法
律
上

(m22N-wy)
承
認
さ
れ
保
護
さ
れ
た
隣
人
利
益
が
免
除
に
よ
っ
て
侵
害
(
〈
R
Z
R円
)
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
、
と
い
う
見
解
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
。
法
状
況
が
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
L

「
本
件
に
お
い
て
、
問
題
の
規
定
が
そ
の
保
護
に
役
立
つ
関
係
者
は
少
な
く
と
も
か
彼
の
権
利
。
を
侵
害
(
〈
q
-
2
N門
)
さ
れ
て
お
り
、
行
政
訴
訟
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説

の
恨
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
プ
ロ
イ
セ
ン
住
宅
法
四
条
一
項
の
立
法
者
の
見
解
が
特
に
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

沙
諸
経
築
法
に
よ
り
次
の
こ
と
が
規
律
さ
れ
る
。
操
業
に
際
し
、
悪
性
蒸
気
の
放
散
・
濃
煙
・
異
常
騒
音
に
よ
り
、
近
隣
・
公
衆
に
対
し
、
危
険
・

汚
染
を
引
き
起
こ
す
施
設
の
設
置
が
許
さ
れ
な
い
特
別
な
地
区
・
道
路
・
地
点
の
分
離
。

み
ぎ
規
定
に
も
と
づ
き
、
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
八
条
二
五
号
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

か
本
建
築
法
の
附
表
の
中
で
、
住
居
地
域
、
悪
性
蒸
気
・
煙
・
騒
音
か
ら
保
護
さ
れ
る
地
域
、
あ
る
い
は
工
業
地
域
に
指
定
さ
れ
る
か
商
業
地

域
と
し
て
承
認
さ
れ
る
地
区
が
示
さ
れ
る
。
住
居
地
域
で
は
住
宅
だ
け
が
建
築
で
き
る
。
煙
・
悪
性
蒸
気
・
異
常
騒
音
・
振
動
・
熱
に
よ
り
、
近

隣
に
対
し
何
の
損
害
・
汚
染
も
引
き
起
こ
さ
な
い
と
き
に
は
、
住
民
の
日
用
必
需
品
の
範
囲
内
で
商
工
業
が
許
さ
れ
る
J

み
ぎ
規
定
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
別
な
住
居
地
域
の
指
定
は
ま
ず
こ
の
地
域
の
居
住
者
の
福
祉
に
役
立
ち
、
こ
の
利
益
の
保
護
を
立
法

者
は
公
的
事
項
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
住
居
地
域
内
の
土
地
は
特
別
な
法
的
性
質
、
公
法
的
地
位
を
獲
得
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方

で
特
定
利
用
が
不
可
能
と
さ
れ
、
他
方
で
隣
接
地
所
有
者
は
み
ぎ
特
定
利
用
か
ら
生
ず
る
損
害
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
。
住
居
目
的
の
利
用
を
妨

害
さ
れ
な
い
と
い
う
隣
接
地
所
有
者
の
利
益
は
特
別
に
承
認
さ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
。
建
築
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
た
障
害
か
ら
の
保
護
は
隣
人

の
か
権
利
。
で
あ
り
、
こ
の
権
利
を
侵
害
す
る
(
包
ロ
唱
巾

5)
行
政
行
為
に
対
し
て
、
彼
は
必
要
と
あ
ら
ば
抗
告
訴
訟
に
よ
っ
て
も
こ
の
権
利
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
引
用
符
原
文
)

三ム
日冊

3 

ま
と
め
と
若
干
の
検
討

)
 

1
 

(
 
本
判
決
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
次
の
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
免
除
を
賦
与
す
る
行
為
は
、

ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
法
二
三
条
に
い
う
行
政
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
第
二

に
、
い
わ
ゆ
る
概
括
条
項
の
導
入
を
理
由
と
し
て
、
す
べ
て
の
行
政
行
為
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
が
許
容
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、

訴
え
が
も
と
づ
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
「
権
利
侵
害
」
に
い
う
寸
権
利
」
は
狭
義
の
公
権
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
「
法
律
上
(
肉
2
2
N
E
n
y
)

承
認
さ
れ
た
」
利
益
で
足
り
る
こ
と
、
最
後
に
、
建
築
警
察
規
定
の
責
務
は
公
益
の
維
持
・
保
護
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
個
人
利
益
の
保

さ
き
に
紹
介
し
た
、

北法41(2・80)590



護
を
も
そ
の
対
象
と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、

で
あ
る
。

本
判
決
で
注
目
す
べ
き
第
一
の
も
の
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
理
論
と
の
違
い
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁

判
所
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し
て
い
た
理
由
は
、
次
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
原
告
の
請

求
が
、
例
え
ば
窓
除
却
命
令
の
交
付
な
ど
警
察
介
入
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
を
受
け
て
、
国
民
(
臣
民
)
に
は
警
察
介
入
請
求
権
は
な

く
義
務
づ
け
訴
訟
は
許
さ
れ
な
い
、

と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
建
築
許
可
は
建
築
主
・
隣
人
に
対
す
る
禁
止
・
命
令
で
は
な
く
、
原

告
隣
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
の
は
建
築
主
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
警
察
侵
害
(
警
察
処
分
)
が
な
く
、
当
該
紛
争
は
私
人
聞
の
紛
争
と
し
て
民

事
裁
判
所
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
「
権
利
侵
害
L

の
存
否
と
抗
告
訴
訟
の
対
象
た
る
警
察

処
分
の
存
否
と
が
、

い
わ
ば
表
裏
一
体
的
に
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
免
除
行
為
の
法
的
性
質
、
す
な
わ
ち
免
除
は
行
政
行
為
か
と
い
う
訴
え
の
対
象
の
問
題
が
、
「
権
利
侵

宝
口
」
の
問
題
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
理
論
に
お
い
て
、

ま
た
、
こ
れ
を
実
定
法
化
し
た
と
い
わ
れ
る
一
九

公法上の建築隣人訴訟(2 ) 

三
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
四

O
条
に
お
い
て
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
警
察
処
分
た
る
性
質
を
否
定
さ
れ
て
い
た
免
除
や
建
築

許
可
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
警
察
許
可
が
、
こ
う
し
て
初
め
て
訴
え
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
法
二
三
条
一

プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
理
論
に
倣
わ
ず
に
行
政
行
為
の
定
義
を
な
し
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
に
思
わ
れ

項
な
ど
が
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
に
つ
き
、

る
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
住
居
地
域
指
定
が
有
す
る
具
体
的
意
味
内
容
に
関
す
る
説
示
で
あ
る
。
再
度
引
用
す
る
と
、
住
居
地
域
指
定
に
よ

り
「
住
居
地
域
内
の
土
地
は
特
別
な
法
的
性
質
、
公
法
的
地
位
を
獲
得
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
特
定
利
用
が
不
可
能
と
さ
れ
、
他
方
で

隣
接
地
所
有
者
は
み
ぎ
特
定
利
用
か
ら
生
ず
る
損
害
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
「
保
護
L

の
中
に

寸
権
利
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
一
九
六

O
年
以
降
、
連
邦
建
設
法
(
切

C
E
g
σ
2
m
2
2
N
)
の
下
で
、
た
と
え
ば

B
プ
ラ
ン

北法41(2・81)591 



説

(
∞
与
さ

g
m由主
g)、
す
な
わ
ち
地
区
詳
細
計
画
な
ど
の
個
々
の
規
定
に
、
い
わ
ゆ
る
隣
人
保
護
効

S
R
5
R
R
E
R
S母
宅
庄
内

5
也、

す
な
わ
ち
「
権
利
L

が
承
認
さ
れ
る
際
、
通
常
語
ら
れ
る
《
交
換
関
係
(
〉

5
z
g
n
v〈巾吾川口
g
g
)
論
》
が
そ
の
輪
郭
を
現
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(3) 

し
か
し
な
が
ら
、

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し
た
決
定
的
と
も

北法41(2・82)592

論

い
え
る
理
由
、

す
な
わ
ち

「
警
察
官
庁
は
原
告
隣
人
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
」

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

に
よ
る
「
権
利
侵
害
(
警
察
侵
害
)
」

原
告
隣
人
に
も
寸
権
利
L

の
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
理
由
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
反
論
が
な
さ
れ
て

原
告
隣
人
に
対
す
る
警
察
官
庁

し
か
し
、

こ
の
占
…
、

議
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、

ビ
ュ

l
ラ
1
(
0
・回口
E
O『
)
に
あ
っ
て
、

保
護
寸
規
範
に
違
反
す
る
行
政
処

分
は
客
観
的
違
法
を
構
成
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が
当
然
に
主
観
的
権
利
侵
害
に
該
当
す
る
も
の
と
」
理
解
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
見
解
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ツ
ホ
フ
は
、

警
察
介
入
請
求
が
問
題
と
な
っ
た
有
名
な
〈
帯
鋸
〉
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
隣
人
の
違
法
許
可
排
除
請
求
権
と
妨
害
的
第
三
者
(
建
築
主
)

へ
の
積
極
的
介
入
請
求
権
と
が
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
ミ
行
政
庁
が
公
建
築
法
の
隣
人
保
護
規
定
に
反
し
て
建
築
許
可
を

交
付
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
、
保
護
さ
れ
た
隣
人
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
g
R丹
)
し
て
い
る
。
た
と
え
、
許
可
受
取
人
が
違
法
許
可

を
利
用
す
る
と
き
初
め
て
相
隣
関
係
の
現
実
の

(
g
g腎
宮
山
岳
)
変
化
が
生
ず
る
に
せ
よ
、
ま
さ
し
く
許
可
が
そ
し
て
こ
れ
だ
け
が
か
の
関

係
の
変
化
を
可
能
に
す
る
。
L

と
述
べ
た
。
ま
た
、
ラ
ゥ
ビ
ン
ガ

l
(戸
・
司
・
戸
山
口
σ
E
m
o円
)
は
、
「
行
政
が
隣
人
保
護
的
建
築
法
規
範
に

反
し
た
建
築
を
許
し
た
な
ら
ば
、
行
政
は
そ
の
こ
と
で
関
係
隣
人
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
g百
件
)
し
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
ユ

レ
ッ
タ

l
(出

-
W
Y円
。
芯
『
)
に
至
つ
て
は
、
公
法
上
の
隣
人
保
護
は
、
「
周
知
の
よ
う
に
、
隣
人
の
権
利
へ
の
侵
害

(ozmo唱
以
内

g)
は
違

法
な
利
用
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
行
政
庁
に
よ
る
そ
の
許
可
に
よ
っ
て
早
く
も
生
じ
う
る
と
の
考
察
に
も
と
づ
く
。
」
と
断



ブ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ク
(
勾

ω
Z
E
Z品
)
は
、
隣
人
保
護
的
規
律
に
反
し
て
交

付
さ
れ
た
許
可
は
違
法
で
あ
り
、
か
つ
隣
人
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
Z
R同
)
し
て
い
る
と
し
、
隣
人
の
権
利
へ
の
侵
害
(
田
口
明
日
)
は
ど
こ

に
見
い
だ
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
争
い
あ
る
問
題
に
対
し
て
、
「
侵
害
(
豆

g
q
T田
口
問
司
王
]
)
は
、
行
政
庁
が
許
可
に
よ
っ
て
違
法
に
、

隣
人
の
権
利
は
侵
害

(
4
q
Z
R
C
さ
れ
な
い
と
確
認
す
る
と
き
、
行
政
庁
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
封
。
L

と
い
う
解
答
を
与
え
て
い
る
。

言
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

お
そ
ら
く
本
判
決
も
ま
た
、
原
告
隣
人
の
利
益
を
保
護
す
る
と
解
釈
さ
れ
た
住
居
地
域
指
定
か
ら
の
免
除
の
賦
与
自
体
に
、
早
く
も
寸
権

利
侵
害
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
、

と
理
解
さ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
、
な
お
十
分
な
理
由
づ
け
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
権
利
侵
害
」
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
理
論
は
正
面
か
ら
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
プ
ロ
イ

セ
ン
判
例
理
論
と
の
関
係
で
は
致
命
的
と
も
い
い
う
る
難
点
を
残
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
「
権
利
侵
害
」
観
に
つ
き
、
み
ぎ
判
例
理
論
と
は

(
初
)

別
様
の
理
解
に
立
っ
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
除
く
そ
の
他
の
ラ
ン
ト
の
各
行
政
裁
判
所
は
、
一
九
五

0
年
代
後
半
ま
で
に
は
公
法
上
の
建
築
隣

人
訴
訟
を
承
認
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
傾
向
を
促
進
し
決
定
づ
け
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
連
の
判

(4) 決
で
あ
っ
た
。
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
反
対
す
る
学
説
と
と
も
に
、
次
に
、
こ
れ
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

(
1
)
∞巾『一一口

C
ぐの岡山

Y
ω
u
・

(
2
)
事
案
の
概
要
は
判
決
理
由
か
ら
構
成
し
た
。
な
お
、
判
決
理
由
か
ら
は
隣
人
が
ど
こ
に
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
次
の
文
献
か
ら
、
隣
接
地

に
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
〈
m-・
2
2
8ロ
r
P
3
0
2
z
m
w
n
y
σ
回
二
百
∞
同
日
R
Z
J
Z』当

E
E
-
ω
-
H
H∞
同
町
内
(
ロ
∞
回
目
)
・

(3)
切巾ユ
E

O
〈
の
開
ゲ

ω
申(印仏民・)・

(
4
)
切巾ユ
E

C〈
の
何
回
・

ω叩

(ω
由民・)・

(
5
)
切巾ユ
E

C〈
の
開
]
了

ω申(回一山内向・)・

北法41(2・83)593 



哀
史
認
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弓
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判

(坦)穿;Ct:;tiリトJV 1 くOく与す 111 民 11 -1く回議~P.11Hく桜花J rtr>t!E...)トJ'二旬。

(ド)BerIin OVGE 1， 39 (47 ff.). 

(∞) Berlin OVGE 1， 39 (49) 

(∞) Berlin OVGE 1， 39 (50). 

(~) BerIin OVGE 1， 39 (50 ff.). 

(口)Ber¥in OVGE 1， 39 (52 ff.). 
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こ
う
し
た
判
例
の
転
換
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
L

と
称
す
る
の
は
、
安
念
潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
三
)
L

国
家
学
会

雑
誌
九
八
巻
一
一
H
一
二
号
(
一
九
八
五
年
)
八
四
頁
以
下
、
一
四

O
頁
、
で
あ
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
の
諸
判
決
と
隣
人
訴
訟
反
対
論

連
邦
行
政
裁
判
所
の
諸
判
決

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
承
認
す
る
傾
向
を
促
進
し
決
定
づ
げ
た
の
は
、

下
に
こ
れ
ら
の
判
決
を
紹
介
・
検
討
し
よ
う
。

な
ん
と
い
っ
て
も
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
で
あ
っ
た
。
以

ま
ず
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
五
四
年
二
月
二
五
日
決
定
で
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

本
決
定
は
、
中
庭
の
大
き
さ
を
規
律
す
る
規
定
か
ら
の
逸
脱
を
許
す
免
除

5
2宮
ロ
凹
)
を
隣
人
が
争
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題

の
建
築
案
は
開
放
型
建
築
様
式
地
区
信
号

E
B
B
-仲
良
2
2

∞
き
が
宮
口
)
に
あ
っ
た
。

本
決
定
は
、
建
築
法
に
お
け
る
根
本
問
題
と
し
て
、
建
築
許
可
の
賦
与
に
よ
り
第
三
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
、
こ
の
第
三
者
は
行
政
訴
訟
を
提
起

で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
は
第
三
者
と
り
わ
け
隣
人
の
利
益
を
少
な
く
と
も
一
部
保
護
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
規
定

に
だ
け
か
か
わ
る
問
題
だ
と
し
て
か
ら
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
中
庭
の
大
き
さ
に
関
す
る
規
定
は
都
市
構
造
を
柔
軟
化
す
る
の
に
役
立
ち
、
し
た
が
っ
て
、
都
市
建
設
の
利
益
に
役
立
つ
が
、
個
人
に
訴
求
し

う
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
当
該
地
域
の
居
住
者
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
規
定
本
来
の
目
的
に
含
ま

れ
な
い
付
随
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
免
除
の
根
拠
規
定
は
公
溢
と
第
三
者
の
権
利
利
益
の
考
慮
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
[
中

庭
の
大
き
さ
に
関
す
る
]
本
規
定
の
目
的
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
第
三
者
の
法
的
地
位
に
と
っ
て
本
規
定
の
目
的
だ
け
が
決
定
的
な
の
で
あ

る。」

本
決
定
の
結
論
そ
の
も
の
は
訴
え
を
却
下
す
る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
建
築
警
察
規
定
の
目
的
次
第
で
は
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟

:lti去41(2・85)595



点
で
、
先
の
パ
ツ
ホ
フ
の
主
張
が
反
映
し
て
い
る
と
み
て
、

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
隣
人
訴
訟
の
許
否
に
と
っ
て
規
定
の
保
護
目
的
を
決
定
的
基
準
と
し
て
い
る

お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
免
除
が
抗
告
訴
訟
の
対
象
に
な
る

第
二
の
判
決
は
、
著
名
な
い
わ
ゆ
る
〈
帝
鋸
〉
判
決
で
あ
る
。

北法41(2・86)596

説論

か
、
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。

本
件
の
事
案
は
、
住
居
地
域
に
あ
っ
て
帯
鋸
を
使
用
す
る
石
炭
・
運
輸
業
者
の
施
設
か
ら
発
生
す
る
ほ
こ
り
と
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
た
隣
人
住
宅
居

住
者
が
、
建
築
警
察
官
庁
に
対
し
て
建
築
警
察
上
の
営
業
禁
止
命
令
の
交
付
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
行
政
庁
が
当
該
営
業
は
建
築
法
違
反
で
は
な

い
と
し
て
、
警
察
介
入
の
要
否
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
隣
人
が
み
ぎ
拒
否
処
分
の
取
り
消
し
と
業
者
に
対
す
る
禁
止
命
令

の
交
付
と
を
求
め
て
出
訴
し
た
(
行
政
行
為
実
施
請
求
訴
訟
(
〈
。
『
E
F
g
m
E国
関
巾
)
)
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

@
一
九
六

O
年
八
月
一
八
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決
は
、
有
名
な
警
察
介
入
請
求
権
に
関
す
る
原
則
論
を
展
開
し
て
か
ら
、
大
要
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る
。

「
実
施
請
求
訴
訟
|
|
現
行
V
w
G
O
に
よ
れ
ば
義
務
づ
け
訴
訟

l
i
に
お
い
て
、
一
般
に
行
政
庁
は
拒
否
処
分
を
取
り
消
し
、
裁
量
取
庇
を

避
け
つ
つ
再
度
決
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
原
審
は
こ
の
い
わ
ゆ
る
指
令
判
決
(
回
g
n
y巾
広
ロ
ロ
mmロ
ユ
包
}
)
を
見
落
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
行
政
行
為
の
発
給
拒
否
が
違
法
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
の
権
利
が
侵
害
(
〈
巾
ユ
2
N同
)
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
事
案
が
熟
し
て
い
る

な
ら
、
裁
判
所
は

V
w
G
O
一
一
三
条
四
項
に
も
と
づ
き
、
申
請
に
か
か
る
行
政
行
為
の
実
施
を
行
政
庁
に
義
務
づ
け
、
事
案
が
熟
し
て
い
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
再
度
決
定
す
る
よ
う
に
行
政
庁
に
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
の
事
案
は
最
終

判
決
を
す
る
ま
で
に
熟
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
審
は
帯
鋸
と
そ
の
他
の
施
設
と
で
は
異
な
る
評
価
が
あ
り
う
る
と
し
な
が
ら
、
帯
鋸
以
外
の

営
業
部
分
に
関
す
る
隣
人
保
護
規
定
違
反
に
つ
き
、
建
築
法
違
反
の
程
度
、
隣
人
保
護
規
定
違
反
の
程
度
を
解
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
到
。
L

み
ぎ
に
み
た
よ
う
に
、
本
件
は
警
察
介
入
拒
否
処
分
の
取
り
消
し
と
警
察
介
入
と
が
求
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
建
築
許
可
や
免
除
の

取
り
消
し
が
求
め
ら
れ
る
通
常
の
建
築
隣
人
訴
訟
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
隣
人
の
権
利
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
う
え
に
、
こ

こ
で
も
隣
人
保
護
規
範
違
反
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
通
常
の
建
築
隣
人
訴
訟
と
共
通
す
る
も
の
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き



ょ
う
。
そ
し
て
、
実
施
請
求
訴
訟
で
は
あ
っ
て
も
、
第
三
者
隣
人
か
ら
の
訴
訟
の
許
容
性
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
の
判
決
は
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
六
一
年
一
月
一
三
日
判
決
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
混
合
住
居
地
域
(
ぬ
巾
ヨ
一
月
宮
自
宅

ogm巾
σE)
に
お
い
て
、
朝
五
時
ま
で
の
営
業
時
間
の
延
長
を
飲
食
庖
主
に
認
め
た

酒
類
販
売
変
更
許
可
の
取
り
消
し
が
求
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
り
、
原
告
隣
人
は
夜
の
静
穏
妨
害
を
浬
由
に
争
っ
て
い
た
。
本
件
は
営
業
許
可
の
一
部

変
更
に
か
か
わ
る
紛
争
で
は
あ
る
が
、
隣
人
が
原
告
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
隣
人
保
護
規
定
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
点
で
、
通
常
の
隣
人
訴
訟
と
共

通
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
と
の
関
係
、
原
告
適
格
論
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
説
示
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

ま
ず
は
じ
め
に
、
本
判
決
は
、
私
権
侵
害
(
〈
旬
}
O
R
g
m
買
守
主

q
河
内
立
母
凶
)
を
理
由
と
し
て
営
業
主
を
被
告
と
す
る
民
事
訴
訟
と
、

行
政
庁
に
よ
る
営
業
主
へ
の
営
業
時
間
延
長
許
可
に
対
す
る
本
件
行
政
訴
訟
と
で
は
、
そ
の
法
根
拠
(
河
内
各

g
m
E
E
E
m
o
)
を
異
に
し
て
お

り
、
民
事
訴
訟
の
可
能
で
あ
る
こ
と
が
行
政
訴
訟
の
途
を
閉
ざ
す
こ
と
は
な
い
、
と
判
示
し
討
。
隣
lr訴
訟
p
h
v
小
企
、
骨
事
訴
訟
い
」
一
作
耽

訴
訟
と
の
並
存
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
抗
告
訴
訟
は
「
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て

い
る
」
こ
と
だ
け
に
依
拠
で
き
る
と
す
る

V
O
一
六
五
・
二
三
条
の
も
と
で
、
原
告
が
合
理
的
に

(
E
R
E
S
-
m句
者
包
由
。
)
、
飲
食
店
に

隣
接
す
る
土
地
居
住
者
と
し
て
、
夜
の
静
穏
を
違
法
な
規
律
に
よ
っ
て
著
し
く
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
訴
え

の
許
容
性
に
つ
き
疑
問
は
な
い
、
と
し
て
い
針
。
つ
ま
り
、
本
判
決
は
抗
告
訴
訟
の
許
容
性
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
原
告
が
著
し
い
権
利

利
益
の
侵
害
を
合
理
的
に
主
張
す
る
こ
と
で
足
り
る
、
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
本
判
決
は
本
案
勝
訴
要
件
に
つ
き
、
原
告
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
律
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
g
R同
)
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
原
告
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
生
活
範
囲

(
Z
S
E
n
y
m
g
n
E
Z
Z
F
$
g
m
W
5
2
)
が
当
該
規
律
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
っ
て
い
る

こ
と
(
宮
丹

g
E
U
)
、
お
よ
び
当
該
規
律
の
違
法
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て
い
封
。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
本
件
営
業
時
間
延
長

北法41(2・87)597



説

〔
初
)

許
可
を
そ
の
要
件
た
る
公
益
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
し
た
ほ
か
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
告
を
勝
訴
に

「
本
件
訴
訟
は
酒
類
販
売
許
可
で
は
な
く
、
営
業
時
間
を
規
律
す
る
措
置
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
み
ぎ
措
置
の
法
根
拠
は
飲
食
庖
法

(の
S
Z
5
2
3
m巾凹
2N)
一
四
条
で
あ
る
が
、
本
条
は
営
業
時
間
を
延
長
す
る
際
、
考
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

同
法
一
一
条
の
諸
原
則
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
み
ぎ
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
酒
類
販
売
業
か
ら
生
ず
る
損
害
、
汚
染
か
ら
隣
人
を
保
護
す
る
た

め
、
業
者
に
負
担
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
負
担
制
度
の
対
象
に
は
営
業
時
間
の
延
長
も
含
ま
れ
て
い
る
。
同
法
一
一
条
は
直
接
隣
人
保
護
に
役

立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
隣
人
は
営
業
時
間
の
取
扱
い
に
対
し
て
、
そ
の
法
律
上
保
護
さ
れ
た
権
利
(
ぬ
2
2
N
ロ与

m
g
n
F
g
N巾
河
内
川
円
宮
巾
)
の
侵
害

(ぐ巾ユ巾門
NZDm)
を
理
由
に
取
消
訴
訟
を
提
起
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
審
は
正
当
に
も
原
告
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
生
活
範
囲
が
本
件
営

業
時
間
の
延
長
に
よ
っ
て
影
響
を
被
っ
て
い
る

P
R口
町
立
)
こ
と
、
し
た
が
っ
て
隣
接
地
所
有
者
・
占
有
者
た
る
隣
人
は
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る

世
情
?
有
レ
ザ
い
い
か

(
Z
m
E
Bぽ
ユ
)
心

u
r府
提
U
レ
ザ
い
い
か
O

L

(

傍
点
引
刷
新

北法41(2・88)598

導
い
た
。

告A
a聞

2 

隣
人
訴
訟
反
対
論

川
以
上
の
よ
う
に
、
公
法
上
の
建
築
(
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
し
た
)
隣
人
訴
訟
が
広
く
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
な
か
で
、
こ
れ
に
反
対
か
、

少
な
く
と
も
消
極
的
な
学
説
・
裁
判
例
の
あ
っ
た
こ
と
に
特
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を

含
む
、
行
政
決
定
の
名
宛
人
・
相
手
方
以
外
の
第
三
者
が
み
ぎ
決
定
を
争
う
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
訴
訟
全
般
に
対
し
批
判
的
な
学
説
が
登
場

し
て
お
り
、
第
三
者
訴
訟
の
土
台
を
見
直
す
こ
と
が
急
務
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
五
年
、
ボ
ン
大
学
教
授
オ
ツ

は
、
多
く
の
第
三
者
訴
訟
を
も
っ
て
行
政
と
国
民
の
対
立
で
は
な
く
、
公
法
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
た
二
国
民
間
の
紛
争
で
あ
っ
て
、
「
偽
旗
を
掲
げ
て
(
ロ
ロ
宮
司

2
2♀
g
E諸
問
。
ロ
)
L

闘
わ
れ
て
い
る
行
政
訴
訟
の
新
次
元
で
あ
る
、
と
評

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

セ
ン
ビ
ュ

l
ル

(司・。∞印。ロ
σロ
廿
]
)



そ
こ
で
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
認
め
ら
れ
始
め
た
当
初
存
在
し
て
い
た
反
対
説
・
消
極
説
、

お
よ
び
反
対
の
裁
判
例
を
み
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
反
対
理
由
が
決
し
て
単
純
な
も
の
で
な
く
、
制
度
の
仕
組
み
と
も
絡
ん
だ
複
雑
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示

し
た
い
。

(2) 

さ
て
、
詳
細
な
理
由
づ
け
を
と
も
な
い
つ
つ
、
結
論
と
し
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
反
対
し
た
の
は
、
著
名
な
弁
護
士
レ

l
デ
カ

l

(百〉

の
二
人
で
あ
っ
た
。
レ
ー
デ
カ

l
は、

(
同
・
日
出
。
色
。
W
ぬ
吋
)

一
九
六

O
年
制
定
・

と
、
行
政
裁
判
所
裁
判
官
ゼ
ル
マ
ン

(冒・

ω
巴
5
8ロ)

施
行
の
現
行

V
w
G
O
以
前
の
論
稿
で
、

対
理
由
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
、
以
下
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
た
、
ゼ
ル
マ
ン
は
現
行
法
の
下
で
そ
れ
ぞ
れ
反
対
論
を
展
開
し
た
。
ま
ず
、
こ
の
ふ
た
り
の
反

①
共
通
点

ふ
た
り
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
反
対
理
由
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
訴
訟
形
式
と
、
仮
の
権
利
救
済
の
手
段
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
時
ま
で
に
建
築
主
に
生
じ
た
損
害
を
負
担
す
る
の
は
行
政
庁
か
原
告
隣
人
な
の
か
が
不
明
で
あ

るま
こ た
とE隣
、人

な訴
ど訟
でが
あ棄
る却
。さ

れ
た
と
き

レ
1
デ
カ
!
と
ゼ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
、
重
要
か
つ
困
難
な
問
題
が
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

レ
l
デ
カ
!
論
文
と
ゼ
ル
マ

公法上の建築隣人訴訟は)

ン
論
文
と
の
問
、

い
わ
ゆ
る
第
三
者
訴
訟
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題
を
解

一
九
六

O
年
当
時
に
あ
っ
て
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
成
否

つ
ま
り
一
九
六

O
年
に
誕
生
し
た

V
W
G
O
が
、
隣
人
訴
訟
な
ど
、

(
吻
ゆ
)

決
す
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

は
な
お
不
明
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、

v
w
G
O
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

②
相
違
点

一
方
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
主
張
と
し
て
、
「
民
事
訴
訟
も
可
能
な
と
き
の
行
政
訴
訟
の
必
要
性
が
疑
問
だ
。
」
(
ゼ
ル
マ
ン
)
、
「
建
築
主
と
隣

北法41(2・89)599



説

〔

m
w
)

人
の
問
で
の
利
益
状
況
を
免
除
手
続
で
公
法
上
審
査
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
行
政
庁
は
過
剰
要
求
さ
れ
て
い
る
。
」
(
レ

1
デ
カ

l
)
な
ど
が

あ
針
。
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
レ

l
デ
カ

l
の
反
対
論
が
お
も
に
実
務
家
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
公
権
の
問
題
は

〈
坦
)

簡
単
な
指
摘
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
ゼ
ル
マ
ン
の
そ
れ
は
、

北法41(2・90)600

論

つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
、
公
権
の
問
題
が
立
法
者
意
思
と
い
う
形
で
正
面
に
押

し
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
違
い
は
、
お
そ
ら
く
、

v
w
G
O
と
お
な
じ
一
九
六

O
年
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
連

邦
建
設
法
が
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

A

白
v

わ
れ
る
。
立
法
資
料
を
引
き
つ
つ
、
ゼ
ル
マ
ン
は
い
う
。

「
隣
人
原
告
に
公
権
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
承
認
す
る
前
提
で
あ
る
が
、
以
上
に
み
て
き
た
複
雑
多
岐
に
わ
た
る

諸
問
題
に
直
面
し
て
、
本
当
に
立
法
者
は
隣
人
に
公
権
を
与
え
よ
う
と
意
欲
し
て
い
る
の
か
が
再
び
問
わ
れ
る
。
」
「
最
も
深
刻
に
み
ぎ
の
疑
問
を
引

き
起
こ
す
の
は
、
新
し
い
連
邦
建
設
法
が
隣
人
の
法
的
地
位
を
ほ
と
ん
ど
強
化
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
建
設
法
三
一
条
二
項
は
、
免
除
手

続
で
隣
人
を
聴
聞
す
る
よ
う
に
行
政
庁
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
連
邦
建
設
法
草
案
政
府
理
白
書
に
、
は
っ
き
り
と
、
草
案

は
建
築
規
定
の
遵
守
を
許
可
行
政
庁
に
求
め
る
公
権
が
隣
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
、
ま
た
隣
人
は
私
法
上
の
方
法
で
十
分
に
そ
の
身
を

守
か
ひ
じ
が
か
ト
か
、
い
』
吾
い
わ

b
か
こ
と
で
あ
封
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

「
最
後
に
、
公
権
の
賦
与
は
国
民
の
権
利
領
域
を
拡
大
す
る
の
だ
か
ら
、
立
法
者
の
明
確
で
有
効
な
意
思
が
必
要
で
あ
る
。
立
法
者
だ
け
が
権
利

C
勾
》

を
国
民
に
与
え
ら
れ
る
。
判
例
は
そ
う
し
た
権
利
を
拡
大
で
き
ず
、
た
だ
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

間
つ
ぎ
に
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
四

(
鳩
山
)

月
九
日
判
決
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
の
時
点
で
、
な
お
反
対
し
た
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

大
要
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

「
建
築
主
に
よ
る
建
築
許
可
の
利
用
に
よ
っ
て
隣
人
の
法
的
地
位
が
侵
害

9
2
E貸
出
門
町
長
芭
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
解
決
は
民
事
裁
判
所

の
権
限
に
属
す
る
。
ま
た
、
特
定
の
建
築
規
定
が
隣
人
に
も
役
立
つ
こ
と
か
ら
、
隣
人
は
こ
の
規
定
の
遵
守
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
[
そ
う
し
た
規
定
か
ら
の
逸
脱
を
許
す
]
例
外
(
〉

5
口
同
町
虫
色
や
免
除
(
悶
え
耳
目

5mg)
は
、
公
益
原
則
に
も
と
づ
い
て
決

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
的
地
位
は
、
特
定
利
益
に
対
す
る
法
秩
序
の
特
殊
な
関
係
か
ら
生
ず
る
。
し
か
し
、
建
築
法
の
立
法
者
の



意
図
は
、
ま
ず
公
衆
の
利
益
の
保
護
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
利
益
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
建
築
法
秩
序
の
柔
軟
性
は
、
多
数
の
権
利
と
合
致
し

な
い
。
権
利
は
秩
序
を
硬
直
化
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
で
保
護
さ
れ
た
公
法
上
の
権
利
保
護
と
、
私
法
上
の
保
護
と
の
並
存
は
、

手
続
法
な
ど
の
混
乱
を
招
く
。
最
後
に
、
行
政
庁
と
建
築
主
の
関
係
で
建
築
規
定
の
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
隣
人
が
建
築
警
察
庁
に
請
求
で
き
る
と
す

A

V

M

M

 

る
と
、
原
告
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
実
際
上
、
民
衆
訴
訟
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
〉
つ
。
」

以
上
の
反
対
論
に
対
し
、

v
w
G
O
の
も
と
で
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
実

一
部
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、

aaマ務
的
に
克
服
す
る
際
に
生
ず
る
多
く
の
困
難
は
、
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
を
一
般
的
に
否
定
す
る
理
由
に
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
干
の

(

切

羽

}

〈

m
a
)

論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
、
勝
訴
例
が
比
較
的
わ
ず
か
な
こ
と
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
者
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
公
権
を
た

だ
確
認
す
る
こ
と
に
裁
判
所
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
あ
た
か
も
立
法
者
に
、
権
利
と
い
わ
ゆ
る
反
射
的
利
益
と
を

分
け
て
形
成
す
る
無
制
約
の
権
能
が
帰
属
す
る
か
の
よ
う
に
説
く
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
実
体
法
上
の
列
記
主
義
を
意
味
す
る
、

と
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
隣
人
訴
訟
に
民
衆
訴
訟
の
契
機
を
見

い
だ
す
者
に
対
し
て
は
、
原
告
た
る
隣
人
の
多
い
こ
と
を
も
っ
て
民
衆
訴
訟
と
理
解
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

を
提
出
で
き
る
ほ
か
、
隣
人
原
告
に
権
利
が
承
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
建
築
隣
人
訴
訟
も
ま
た
主
観
訴
訟
と
理
解
さ
れ
る
、
と
反
論
で
き
よ

う
。
さ
ら
に
、
一
般
利
益
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
建
築
法
秩
序
の
柔
軟
性
が
権
利
に
よ
っ
て
硬
直
化
さ
れ
る
、
と
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る

い
は
法
政
策
論
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
う
る
に
せ
よ
、
あ
ま
り
に
大
上
段
の
議
論
に
す
ぎ
、
決
め
手
た
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

北法41(2・91)601

け
れ
ど
も
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
立
法
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
実
務
家
・
裁
判
例
の
中
に
も
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴

訟
に
否
定
的
か
、
少
な
く
と
も
消
極
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
パ
ツ
ホ

フ
を
の
ぞ
い
て
、
周
到
な
理
由
づ
け
を
と
も
な
っ
て
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
積
極
的
に
支
持
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い



説

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
つ
い
に
こ
れ
を
正
面
か
ら
承
認
す
る
に
至
る
。

論

3 

隣
人
訴
訟
の
承
認

北法41(2・92)602

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
最
終
的
に
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
成
立
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
@
連
邦
行
政
裁
判

所
第
四
部
一
九
六
五
年
一

O
月
五
日
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。

川
本
件
の
事
案
は
、
側
面
後
退
距
離
(
側
面
境
界
線
か
ら
の
間
隔
(
∞
き
三
岳
)
)
を
守
ら
ず
に
、
小
さ
な
ガ
レ
ー
ジ
を
作
る
た
め
建
築
主

に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
を
隣
人
が
争
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
審
の
ミ
ュ
ン
ス
タ

1
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
訴
え
を
行
政
行

為
の
実
施
請
求
訴
訟
(
〈
。
吋
SFBow-ω
問
。
)
と
み
な
し
た
う
え
で
、
地
域
の
建
築
法
に
隣
人
保
護
規
定
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
訴
え
を
却
下

し
て
い
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、

ま
ず
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
る
の
が
判
例
で
あ
っ
て
、
学
説
上
の
異
論
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
権
利
を

侵
害
(
〈
q
Z
R
C
さ
れ
た
と
主
張
す
る
す
べ
て
の
者
に
出
訴
の
途
が
聞
か
れ
る
と
す
る
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
、

る。

と
す

つ
ぎ
に
、
民
事
訴
訟
の
存
在
ゆ
え
に
行
政
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
の
利
益
を
疑
う
見
解
に
反
対
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
建
築
主
が
建
築

許
可
を
利
用
し
な
い
問
、
隣
人
を
保
護
す
る
公
法
上
の
枠
を
取
り
除
く
許
可
か
ら
生
ず
る
権
利
侵
害
(
田
口
明
日
吉
田
巾
吉
巾

F凶

n
F
Z
)

に

対
し
、
隣
人
は
行
政
訴
訟
に
よ
っ
て
し
か
対
抗
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
隣
人
訴
訟
の
訴
訟
形
式
に
関
し
、
原
告
は
行
政
庁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
措
置
に
よ
り
そ
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
-
2
N
C
さ
れ
た
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
原
告
の
目
的
は
み
ぎ
措
置
の
取
り
消
し
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
隣
人
が
か
り
に
民
事
訴
訟
で
債
務
名
義
を
獲
得

し
た
と
し
て
も
、
建
築
主
は
執
行
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
建
築
許
可
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
、
民
事
裁
判
所
は
、
建
築
許
可



取
消
訴
訟
の
行
政
裁
判
所
判
決
ま
で
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
隣
人
は
建
築
許
可
の
取
り
消
し
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
を
理

由
に
、
実
施
請
求
訴
訟
(
義
務
づ
け
訴
訟
)
で
は
な
く
取
消
訴
訟
を
選
択
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
建
築
許
可
は
そ
の
利
用
つ
ま
り
建
築
完
了
に
よ
っ
て
尽
き
て
お
り
、
も
は
や
許
可
か
ら
隣
人
に
対
し
て
侵
害
作
用

(
σ
2
E守
山
nye

己

m
g母
君
主
内

gm)
は
生
じ
な
い
と
し
た
本
件
一
審
判
決
に
も
、
み
ぎ
と
同
様
の
理
由
で
批
判
を
加
え
て
い
る
。

結
論
と
し
て
本
判
決
は
、
側
面
後
退
距
離
内
に
小
さ
な
ガ
レ
ー
ジ
の
建
築
を
認
め
る
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
二
ニ
条
四
項

a
号
、
同
五
項
の
許
可

要
件
、
す
な
わ
ち
同
法
の
目
的
が
側
面
後
退
距
離
を
保
つ
こ
と
な
し
に
実
現
で
き
る
か
、

?
品
川
町
〕

を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
の
で
あ
っ
た
。

叩
み
ぎ
に
み
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
基
本
法
一
九
条
四
項
を
評
価
判
断
の
基
礎
に
据
え
、
ま
た
、
民
事
訴
訟
と
は
別
に
、
取
消
訴
訟
の
形

式
で
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
最
終
的
に
宣
言
し
た
わ
け
で
あ
針
。
そ
の
後
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
も
本
判
決
を

踏
襲
し
て
お
り
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
は
判
例
と
し
て
完
全
に
定
着
を
み
た
と
い
え
よ
う
。

と
い
う
問
い
に
答
え
る
に
足
る
だ
け
の
事
実
認
定

ま
た
、
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
本
判
決
の
論
理
か
ら
す
る
と
、
側
面
後
退
距
離
規
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

さ
ら
に
、
本
判
決
は
理
由
中
で
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
に
言
及
し
、
憲
法
状
況
の
変
化
、
と
り
わ
け
公
権
力
に
よ
る
す
べ
て
の
権
利
侵

害
に
対
し
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
保
障
す
る
に
至
っ
た
基
本
法
一
九
条
四
項
の
存
在
と
、
「
所
有
権
観
念
の
変
化
」
と
を
理
由
に
、
以
前
の
判

(
泌
)

例
は
本
件
の
ご
と
き
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
時
代
に
か
な
っ
た
基
準
と
は
な
ら
な
い
、
と
断
言
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
み
ぎ
に
い
う
「
所

有
権
観
念
の
変
化
」
な
る
も
の
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
不
明
で
あ
る
。

北法41(2・93)603
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4 

ま
と
め
と
若
干
の
検
討

北法41(2・94)604

論

一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
の
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
を
含
め
て
、
以
上
に
概
観
し
て
き
た
諸
判
決
を
整
理
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
と
よ
り
、
必
ず
し
も
建
築
許
可
・
免
除
を
隣
人
が
取
消
訴
訟
の
形
式
で
争
う
事
案
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
各

判
例
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
指
摘
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
個
々
の
事
案
の
理
解
さ
え
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、

次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
特
徴
や
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、

川
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
な
ん
ら
か
の
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
規
範
が
誰
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に

定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
訴
権

(
E
a
q
2宮
)
の
存
否
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
し
た
、
パ
ッ
ホ
フ
流
の
《
保
護
規
範
説
》

ま
ず
、

が
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
完
全
に
定
着
し
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、
あ
る
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
如
何
の
論
じ
ら
れ
る
場
を
訴
訟
要
件
、
本
案
の
い
ず
れ
と
考
え
て
い

る
の
か
は
、
以
上
の
判
決
・
決
定
だ
け
で
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
、

一
方
、
@
一
九
六
一
年

判
決
で
は
、
原
告
に
よ
る
権
利
利
益
侵
害
の
合
理
的
な
主
張
で
抗
告
訴
訟
の
許
容
性
が
認
め
ら
れ
、
本
案
勝
訴
要
件
に
関
す
る
説
示
の
中
で
、

飲
食
庖
法
一
一
条
の
負
担
制
度
の
隣
人
保
護
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
、
@
一
九
六
五
年
判
決
で
は
、
行
政
訴
訟
に
よ

る
隣
人
の
権
利
保
護
の
利
益
(
訴
訟
要
件
)
に
関
す
る
箇
所
で
、
隣
人
を
保
護
す
る
公
法
上
の
枠
な
る
も
の
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
み
ぎ
と
の
関
連
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
隣
人
保
護
的
性
格
知
何
を
間
わ
れ
て
い
る
の
が
攻
撃
対
象
と
さ
れ
た
行
政
行
為
の
個
々
の

授
権
根
拠
規
定
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
規
定
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
@
一
九
五
四
年
の
事
案
で
は
、
原
告
の
攻
撃
対
象
は
免

除
で
あ
る
が
、
隣
人
保
護
的
性
格
の
争
わ
れ
て
い
る
の
は
開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
中
庭
の
大
き
さ
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
@

一
九
六
一
年
の
事
案
で
は
、
係
争
行
為
の
授
権
根
拠
規
定
は
飲
食
庖
法
一
四
条
で
あ
る
が
、
隣
人
保
護
的
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
た
の
は
同
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法
一
一
条
の
負
担
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
の
一
一
条
の
諸
原
則
が
一
四
条
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
@
一

九
六
五
年
の
事
案
で
は
、
「
隣
人
を
保
護
す
る
公
法
上
の
枠
L

が
語
ら
れ
、
明
示
の
言
及
は
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
側
面
後
退
距
離
に
関

す
る
規
定
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
事
案
で
は
係
争
建
築
許
可
の
授
権
根
拠
規
定
は
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
一
三
条

四
項

a
号
、
同
五
項
で
あ
る
が
、
側
面
後
退
距
離
を
規
律
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
地
域
の
建
築
法
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
リ
ン
上
級

行
政
裁
判
所
の
事
案
で
も
、
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
の
は
免
除
で
あ
っ
た
が
、
免
除
根
拠
規
定
と
隣
人
保
護
的
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
た
住
居

地
域
指
定
を
規
律
す
る
規
定
と
は
別
物
で
あ
っ
た
。
な
お
、
@
一
九
六

O
年
の
事
案
で
も
、
隣
人
保
護
規
定
違
反
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
の
規
定
か
不
明
で
あ
る
。

結
局
、
《
保
護
規
範
説
》
な
る
判
断
枠
組
み
の
不
明
確
さ
が
、
す
で
に
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

叩
つ
ぎ
に
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
事
案
で
は
、
用
途
外
利
用
を
禁
じ
ら
れ
た
住
居
地
域
が
紛
争
の
舞
台
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
《

交
換
関
係
》
が
語
ら
れ
つ
つ
、
住
居
地
域
で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
が
こ
こ
に
居
住
す
る
原
告
隣
人
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
@
一
九
五
四
年
の
事
案
で
は
開
放
型
建
築
様
式
が
、
@
一
九
六

O
年
の
事
案
で
は
住
居
地
域
が
、
@
一
九
六
一
年

の
事
案
で
は
混
合
住
居
地
域
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
@
一
九
六
五
年
の
事
案
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
か
ら
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
承
認
さ
れ
た
背
景
に
は
、
次
第
に
整
備
さ
れ
て
き
た
都
市
計
画
法
制
の
影
響
が
あ
る
の
で

(
珂
)

は
な
い
か
、
と
推
察
で
き
よ
う
。

み
ぎ
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
各
事
案
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
原
告
隣
人
の
権
利
利
益
は
な
に
か
、
を
具
体
的
に
み
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
事
案
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
住
居
地
域
内
の
土
地
を
営
業
な
ど
の
目
的
外
用
途

か
ら
妨
害
さ
れ
ず
に
利
用
す
る
利
益
で
あ
り
、
そ
れ
は
《
交
換
関
係
〉
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
@
一
九
六

O

年
の
〈
帯
鋸
〉
判
決
で
は
、
著
し
い
騒
音
な
ど
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
、
住
居
地
域
に
居
住
す
る
原
告
の
利
益
が
、
@
一
九
六
一
年
判
決

北法41(2・95)605
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で
は
、
朝
五
時
ま
で
の
夜
の
静
穏
が
、
最
後
に
、
@
一
九
六
五
年
の
事
案
で
は
、
側
面
後
退
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
か
ら
原
告
隣
人
に
生
ず

る
利
益
が
、
そ
れ
ぞ
れ
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

間
さ
ら
に
、
建
築
主
に
対
す
る
民
事
訴
訟
の
ほ
か
、
建
築
行
政
庁
に
対
す
る
行
政
訴
訟
も
許
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
@
一
九
六
一
年
判
決

で
は
民
訴
・
行
訴
、
両
訴
訟
の
法
根
拠
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
、
@
一
九
六
五
年
判
決
で
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵

害
に
対
す
る
裁
判
保
障
の
ほ
か
、
建
築
主
に
よ
る
建
築
許
可
の
利
用
前
に
は
行
政
訴
訟
の
途
し
か
な
い
こ
と
と
、
執
行
異
議
の
訴
え
に
お
け

る
建
築
許
可
の
機
能
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
最
後
の
点
を
強
調
す
る
と
き
に
は
、
取
消
訴
訟
優
先
説
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

北法41(2・96)606

sd、
目聞

い (4)

最
後
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
は
、

と
問
う
こ
と
に
し
た

ど
こ
に
「
警
察
侵
害
L

・
「
権
利
侵
害
」
を
見
い
だ
し
た
の
か
、

本
稿
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
の
問
い
を
解
く
手
が
か
り
と
な
る
の
は
わ
ず
か
に
、
@
一
九
六
五
年
判
決
に
い
う
「
隣
人
を
保
護
す
る
公
法
上

の
枠
を
取
り
除
く
許
可
か
ら
生
ず
る
権
利
侵
害
」
と
い
う
部
分
だ
け
の
よ
う
に
思
う
。
こ
の
説
示
と
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
許
容
さ

れ
た
と
い
う
判
例
の
結
果
と
か
ら
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
か
り
に
現
実
に
は
建
築
主
が
隣
人
を
侵
害
す
る
と
し
て
も
、
建
築
主
に
建
築
行

為
を
許
し
た
点
に
、
す
な
わ
ち
建
築
許
可
そ
れ
自
体
に
、
建
築
行
政
庁
に
よ
る
「
警
察
侵
害
L

・
「
権
利
侵
害
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
に

【

ω)

思
わ
れ
る
。

* 

* 

* ひ
と
た
び
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
承
認
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
以
後
の
判
例
・
学
説
の
課
題
は
、
建
築
隣
人
訴

訟
に
お
け
る
「
権
利
」
・
「
権
利
侵
害
」
、
そ
し
て
「
違
法
事
由
」
の
問
題
に
移
行
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
西
ド

イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
、
こ
れ
を
本
稿
第
三
章
以
下
で
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
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(
1
)
回
〈
句
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g
y∞ω
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(
2
)
開
放
型
建
築
様
式
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
デ
ィ
!
テ
リ
ッ
ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
成
治
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
』
(
一
九
八
一
年
)
七

八
頁
以
下
。

(
3
)
∞
〈
向
者
。
開
ゲ
∞
ω
(
∞ω)
・

(
4
)
〈
札
・
ぎ
・
∞

g
y戸
河
内
山

n
z
a
n
F
5
N
一
ヨ
切
さ
立
白
ロ
ロ
ロ
問
団
吋
R
E
-
-自由
wω

室
町
・

5
x
m，ロ・出・

(
5
)
回
〈
巾
円
君
。
何
ゲ
∞
ω
(
∞
ω
円
・
)
・

(
6
)
∞
〈
巾
吋
君
。
・

C
3・
4
・
Z
・
∞
・
呂
町
0

・
の
岡
山
口
・
由
印
H
H
U〈
∞
戸

E
2・∞
-
H
M
印町内・

5
X
〉ロヨ・

4
・∞同門町。同・

(
7
)
∞
〈
巾
コ
号
。
何
回
H

・由一凶(也印)・

(
8
)
本
判
決
に
よ
っ
て
、
従
来
広
く
肯
定
さ
れ
て
は
い
た
が
、
疑
い
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
問
題
、
す
な
わ
ち
建
築
法
上
の
隣
人
保
護
的
規
定

は
、
影
響
を
被
る
隣
人
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
与
え
る

(σ
巾
2
岳
民
間

g)
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
が
、
最
終
的
に
肯
定
的
に
決

定
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
〈
区
・

ζ
・
ω巾]

]
H
H

阿
国
ロ
ロ
;
開
口
丹
羽
田
口

E
ロ
ロ
関
口
昆
司
『

O
E巾
ヨ
回
忌
内
己

q
R
r
E
-
w
y『巾
nyEn町内ロ
Z
白
n
F
σ
R
E血
肉
刊

一同回目白ロ
H
I

巾n
y
q
・
ロ
〈
∞
戸

H
U
B
-
ω
-
N
叶ω町内・
(
N
叶∞)・

(
9
)
「
無
回
収
庇
裁
量
行
使
請
求
権
に
と
っ
て
、
他
の
事
情
と
と
も
に
、
妨
害
あ
る
い
は
危
険
の
程
度
も
し
く
は
重
大
さ
が
基
準
た
る
意
味
を
有
す
る
。

み
ぎ
の
程
度
の
著
し
い
と
き
、
不
介
入
決
定
は
、
事
情
に
よ
り
、
端
的
に
裁
量
破
庇
と
み
な
さ
れ
う
る
。
実
際
、
唯
一
の
無
回
収
庇
裁
量
決
定
す
な

わ
ち
介
入
決
定
だ
け
が
考
え
ら
れ
、
裁
量
の
自
由
は
た
か
だ
か
介
入
方
法
に
な
お
残
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
ま
で
に
収
縮
す
る
こ
と
が
あ
り
う

る
。
こ
の
特
別
な
要
件
の
も
と
で
、
行
政
庁
に
対
す
る
無
殺
庇
裁
量
決
定
請
求
権
が
特
定
行
政
活
動
を
求
め
る
請
求
権
と
、
実
践
上
の
結
果
に
お

い
て
同
置
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
」
(
切
〈
句
者
の
開
口
場
担
(
由
吋
)
)

本
判
決
が
述
べ
る
警
察
介
入
請
求
権
の
原
則
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
原
田
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)
五
四
頁
以
下
、
八
二
頁
、

同
『
環
境
権
と
裁
判
』
(
一
九
七
七
年
)
一
九
九
頁
以
下
、
向
『
行
政
責
任
と
国
民
の
権
利
』
(
一
九
七
九
年
)
六
四
頁
以
下
、
保
木
本
一
郎
「
ド

イ
ツ
に
お
け
る
営
業
警
察
の
展
開
さ
了
完
)
」
社
会
科
学
研
究
二

O
巻
二
号
ご
九
六
八
年
)
四
九
頁
以
下
、
二
一
二
頁
以
下
、
宮
崎
良
夫
「
西

ド
イ
ツ
」
雄
川
一
郎
ほ
か
編
『
現
代
行
政
法
大
系
1
』
(
一
九
八
三
年
)
二
四
五
頁
以
下
、
二
六
八
頁
以
下
。
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説

(刊

)
V
w
G
O
一
一
三
条
四
項
二
文
に
も
と
づ
き
、
行
政
庁
が
そ
の
裁
量
に
よ
り
決
定
で
き
る
と
こ
ろ
で
、
み
ぎ
裁
量
行
使
に
暇
庇
あ
る
と
き
、
裁

判
所
は
裁
判
所
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
再
決
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
親
庇
の
な
い
決
定
を
な
す
よ
う
に
行
政
庁
を
義
務
づ
け
る
判
決
を
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
を
「
指
令
判
決
」
と
呼
ん
で
い
る
。
〈
包
・
∞
-
∞

g
己
R
¥
H
p
o
o
y
r
-
Z
R
F
σ
同門的

n
F
E
N
-
B
N守
口
・
ロ
ロ
己
〈
常
巧
包

Z
コ肉印

Bny?

巴叶
M
W

河
内
凶
・
∞
町
一
回
(
岡
山
町
己
巾
}
内
2
1
¥
出
・
ー
〕

4
0
ロ
O
巾同
AN巾H
Y

〈巾同
-S6-Z口町田肉巾ユ門
}MH印O
「
仏
ロ
ロ
ロ
肉
唱
吋
〉
ロ
]
己

-w
】窓口・河内凶・

N
N
Nロ
官
】

ω
ロロ仏河門】・

ω
N
z
r
N
-
河・

ω
Z
E
Z吋
m
-
b
E
E
E
m
g
己
2
2
2
2円
y
g
Z
R
5
R
Z円宮田
j
z』
巧
呂
∞
品
ム
品
可
同
町
・
(
怠

ω)・

(
日
)
回
〈
巾
『
君
。
何
回
H

・
8
(宮
内
問
・
)
・
以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
結
論
は
原
審
へ
の
差
戻
し
で
あ
る
が
、
原
因
・
前
掲
各
書
注

(
9
)
は
、
本
判
決

の
結
論
を
請
求
認
容
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
筆
者
の
読
み
間
違
い
を
恐
れ
る
。

(
ロ
)
切
〈
句
者
。
何
回
同
二
凶

ω
H
H
ロ
〈
∞

-
5
2・
Z
E
λ
凶
・
き
∞
町
内

B
X
〉ロ

5
・
4

冨
巾
ロ
m
q
一
〈
肉
戸
田
己
門
町
己
負
伊
¥
〈

q
t司〉吋
ny・
5
2・∞
-
S
R

(EN
町
内
・
)
一
氏
〉
・
∞
皇

3
5
2
p
b
9
2円
σ
q
R
z
r
z
z国
内
町
宮
晃
一
白
曹
司

j
z』
者
呂
戸

ω・
5
2
R

(
日
)
∞
〈
巾
司
君
。
開
口
噌

aH(ωωN)・
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
の
並
存
が
許
さ
れ
る
、
と
の
点
に
つ
き
、
ベ
ツ
タ

1
マ
ン
は
自
明
と
す
る
(
∞

2
g口出血ロ
P

2
0
(司ロ
-HN)・
ω
5
2
)
。
メ
ン
ガ

l
は
、
行
政
行
為
の
適
法
性
が
行
政
訴
訟
で
は
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
民
事
訴
訟
で
は
行
政
行
為
の
結

果
(
司
♀

m
g
)
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
両
訴
訟
の
並
存
の
許
さ
れ
る
理
由
を
求
め
て
い
る
(
冨

gmqζ
白
旬
。
笥
ロ
・
】

N)wU〈
E
・
5
2‘
ω・
色
。
一

己
AWE-咽
〈
句
巧
〉

R
Y・
5
2
w
ω
N
S
町内

(N宮内・))。

(
M
)
V
O
一
六
五
・
二
三
条
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
第
二
款
四
の

2
0

(
日
)
品
与

5
2
m
r
aぺ
唱
を
、
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
『
民
事
訴
訟
法
講
義
(
補
訂
版
)
』
(
一
九
八

O
年
)
四
三
頁
は
、
「
有
理
性
」
と
訳
し
て
い
る
。

(
日
)
∞
〈
巾
『
君
。
開
口
・

ω臼

(ωωN)・
こ
の
点
、
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
は
、
主
張
の
合
理
性
は
本
案
の
問
題
で
あ
る
、
と
批
判
し
て
い
る
(
回

2
R
E
gロ
P

山田()(明ロ・

H
N
Y
ω
-
H
S∞
)
。
メ
ン
ガ

l
も
ま
た
、
合
理
性
な
る
用
語
が
民
事
訴
訟
法
で
は
異
な
る
意
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

が
、
他
に
適
当
な
表
現
も
見
あ
た
ら
な
い
以
上
や
む
を
得
な
い
、
と
し
て
い
る
(
冨

g
m
q・
2
0
(司
ロ
ロ

)wU〈
巴

-HUE-ω
・
2C)。

(
口
)
こ
の
点
、
べ
ツ
タ
l
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
の
枠
組
み
で
は
、
出
訴
可
能
な
権
利
を
単
な
る
反
射
権
か
ら
(
金
巾

}込山岡巾
g
z
m
g
H山
巾
円
宮
町
〈
。
ロ
己

g
z
o
h
w
g
H耐え
F
H
5
n
z
g
)
、
ま
た
、
直
接
的
権
利
侵
害
を
単
な
る
反
射
的
影
響
か
ら
(
色
巾

E
E丘町
]gz

河内凶
n
F
Z
Z巾
一
三
品
岳
民
間
口
口

m
z
E
F江戸門
2
2
-巾門
N
E
m
〈
。
ロ
己

q
z。
回
吋
目
白
巾
出
司
巾
目
印
巾
ロ
ロ
巾
円

5
2口
問
)
区
別
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
り
、
[
警

察
]
許
可
自
己
出
口
σ宮
田
)
に
対
す
る
[
隣
人
か
ら
の
]
取
消
請
求
が
許
さ
れ
る
の
は
、
行
政
庁
が
許
可
の
賦
与
に
よ
り
原
告
の
保
護
を
目
的
と
す

る
規
範
(
河

2
Z
S
2
5
)
に
違
反
し
た
と
き
で
あ
る
、
と
(
∞
巾

2
q
g白ロ
P
白血()(司
PHN)u
∞・

5
器
)
。
ま
た
、
メ
ン
ガ

1
は
、
多
く
の
行
政

"̂  
白岡
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公法上の建築隣人訴訟 (2) 

裁
判
所
が
原
告
適
格
(
百
担
問
巾

Z
E宮
町
)
の
存
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
本
案
の
問
題
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
原
告

適
格
の
存
否
判
断
に
つ
い
て
は
本
判
決
の
枠
組
み
に
賛
成
し
、
本
件
の
ご
と
き
原
告
の
主
張
だ
け
で
判
定
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
(
冨

g
m巾吋咽担問。

(司ロ
-HN)w
。〈∞-・

5
E
W
∞
-AFHC)
。

(
問
)
切
〈

qt号
。
開
口
唱

ω
ω
H
(
ω
ω
N
)
・
メ
ン
ガ

1
は
、
「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
生
活
範
囲
が
打
撃
を
被
っ
て
い
る
L

こ
と
、
と
い
う
連
邦
行
政
裁
判
所

の
判
断
枠
組
み
に
、
そ
の
不
明
確
さ
を
理
由
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
メ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
取
消
訴
訟
は
公
法
上
の
妨
害
排
除
訴
訟
(
由
巳
芯

ロ
巾
関
田
宮
ユ
白
)
で
あ
り
、
本
判
決
が
示
唆
す
る
何
ら
か
の
打
撃
(
巾
5
町
mga名目。

m
g丘
町
芯
印
∞
巾
可
え
『

g
∞
包
ロ
)
で
は
み
ぎ
請
求
に
と
っ
て
十

分
で
は
な
く
、
原
告
の
法
的
地
位
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
色
。
河
内
山
内
宮
邸
窓
口
己
ロ

m
a
g
E阻ぬ巾
3

5口
四

zsg豆
骨
釘

4
巾
ユ
巾
丹
江
田
包
ロ
)
、
と
し
て
い
る
(
冨
巾
ロ
唱
ア
白
血
(
)
(
司
ロ
-
H
N
)
・
ロ
〈

E
・
5
2・
ω
品
目
。
)
。
メ
ン
ガ

1
の
い
う
「
公
法
上
の
妨
害
排
除
請
求
権
」

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
九
九
頁
以
下
参
照
。

(
四
)
∞
〈
巾
門
司
の
開

HH
・
ω
ω
H
(
ω
ω
ω
)
・

(
加
)
回
〈
巾
H
4
々
の
何
回

HWωω
同

(ωωω)
・

(
幻
)
閃
〈
巾
司
君
。
何

HHWω
出

(ωωω)
・

(
詑
)
べ
ツ
タ
!
マ
ン
は
、
原
告
の
被
害
は
営
業
主
に
よ
る
許
可
利
用
か
ら
初
め
て
生
ず
る
こ
と
、
許
可
利
用
か
ら
生
ず
る
被
害
は
取
消
(
請
求
)
権

(〉

E
R
F
E括的吋
R
Z
)
を
基
礎
づ
け
ず
、
取
消
(
請
求
)
権
の
存
否
は
行
政
庁
が
原
告
の
保
護
を
目
的
と
す
る
規
範
に
違
反
し
た
か
否
か
で
決

ま
る
、
と
い
う
一
般
論
を
述
べ
て
か
ら
、
本
判
決
が
飲
食
庖
法
一
一
条
を
も
っ
て
隣
人
保
護
法
律
と
し
た
こ
と
に
対
し
、
以
下
の
疑
問
を
提
出
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
一
一
条
が
保
護
す
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
住
民
が
取
消
(
請
求
)
権
を
有
す
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
民
衆
訴
訟

を
意
味
し
な
い
か
。
②
法
一
一
条
を
保
護
法
律
と
す
る
と
、
隣
人
は
負
担
の
不
作
為
な
ど
に
対
し
て
義
務
づ
け
訴
訟
も
可
能
と
な
ろ
う
が
、
こ
れ

は
他
方
で
法
一
一
条
の
保
護
の
対
象
で
あ
る
飲
食
底
の
顧
客
に
と
っ
て
不
都
合
と
な
ろ
う
。
③
事
後
的
負
担
に
関
し
、
法
一
九
条
が
聴
聞
す
べ
き

と
す
る
の
は
関
係
官
庁
だ
け
で
あ
る
。
手
続
関
与
規
定
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
取
消
(
請
求
)
権
を
否
定
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
(
切
〈
向
者
。
H
w
m
W

5
7
H
Z』当

E
g
w
∞
・
ロ
印
)
。
④
法
一
一
条
は
警
察
概
括
条
項
の
営
業
法
上
の
表
出
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
に

よ
れ
ば
、
警
察
(
司
O
]日
N

包
)
は
個
人
か
ら
も
危
険
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
危
険
は
公
共
の
安
全
、
秩
序
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る

(∞
2
Z「
B
白ロ
P
2
0
(司ロ
-HN)wω
・
5
混
同
)
(
④
の
点
に
関
し
て
、

JNm--gny
切吋
O
}
M
E
w
s
o
q
コ
-s・
ω
・
缶
百
一
円
〉
ロ
ヨ
・

ωN)
。
な
お
、

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
一
一
項
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
警
察
官
庁
は
現
行
法
の
枠
内
で
、
公
共
の
安
全
も
し
く
は
秩
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序
を
脅
か
す
危
険
を
公
衆
あ
る
い
は
個
人
か
ら
排
除
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
義
務
に
か
な
っ
た
裁
量
に
も
と
づ
い
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
お
)
代
表
的
な
反
対
説
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
次
に
紹
介
す
る
。
ま
た
、
筆
者
が
参
照
で
き
た
消
極
説
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
①
虫
色
件
。
口
付
出
・
3

り
q
Z
R
5
R
E
∞
白
巴
円
巾
門
司
J
Z
』
当
呂
町
P
ω
‘
口
忠
良
・
②
同
巧
巾
可
2
5
R
b
-
巾
∞
包
】
白
色
ロ
ロ
岡
弘
2
2
白
円
F
E
E
-
B

〈
句
者
出
}
件
5
m
g
可
巾
一
言
問
広
島
円
巾
ロ
母
由
回
目
ロ
ロ
ロ
同
巾
吋
ロ
巾
Y
B
R
印
J
E
ロ
岡
山
邑
印
品
・
ω
日
∞
内
向
・
③
冨
c
t
r
-
-
∞
由
民
R
Z
Z
ロ
門
凶
司
氏
〈
印
可
巾
n
E
S
E
-

E
ロ
m
J
Z
』
当
E
g
-
ω
・
呂
由
民
・
④
関
・
同
豆
町
田
門
a
p
-
-
Z
白
n
y
g
円
w
z
m
巾
ロ
コ
仏
E
n
y
g
円
]
日
各
自
の
司
自
冊
一
口
町
円
宮
内
庁
印
〈
巾
円
E
-
百
一
回
J
U
α
〈

E
R
ω
-
S
R
⑤
ヨ
河
口
E
R
-
-
冨
三
R
E
E
n
y
E
n
y
巾
〈
2
2
8
2
N
E
m
g
z
ロ
乱
。
5
5
2
号
田
口
R
5
R
R
E
E
n
z
g
∞
白
E
S
S
E

括的
J
U
〈
巴
・
5
8
・
ω
-
m
S
R
以
上
の
な
か
で
、
②
を
除
く
、
す
べ
て
の
者
が
免
除
(
旦
告
g
凶
)
に
対
し
て
だ
け
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟

を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
理
由
は
、
側
面
後
退
距
離
か
ら
の
免
除
に
お
い
て
、
隣
人
は
将
来
の
自
分
の
所
有
権
の
行
使
た
る
建
築
に
際

し
、
先
の
建
築
物
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
を
受
け
る
こ
と
(
@
・
ω
・
ロ
自
己
で
あ
っ
た
り
、
免
除
に
は
通
常
裁
判
所
を
拘

束
す
る
効
力
が
あ
る
こ
と
(
@
・
ω
・
8
由
)
で
あ
っ
た
り
、
様
々
で
あ
る
。
②
は
、
建
築
隣
人
訴
訟
の
承
認
が
建
築
法
の
柔
軟
性
(
回
同
印
丹
E
S
同
)

を
害
し
、
硬
直
化
(
何
g
g
司
ロ
ロ
ぬ
)
を
招
く
と
考
え
る
た
め
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
全
般
に
消
極
的
で
あ
る
(
@
w
ω
-
E
S
。
⑤
は
、
免
除

に
つ
い
て
だ
け
隣
人
訴
訟
を
認
め
る
が
、
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
を
承
認
す
る
流
れ
に
つ
い
て
、
も
は
や
後
戻
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ

て
い
る
(
@
・
ω
-
E
C
円
)
。
な
お
、
消
極
説
は
、
以
下
の
関
連
箇
所
で
逐
次
引
用
す
る
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
も
ま
た
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
。
同
裁
判
所
一
九
五
九
年
四
月
九
日
判
決

(
巴
〈
E
・
5
s
w
ω
・
∞
N
N
町
内
・
)
の
反
対
理
由
の
大
要
は
、
本
文
で
の
ち
に
紹
介
す
る
。
な
お
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
八

月
二
九
日
判
決
(
宮
口
刃
巴
詮
・
ω
-
t
∞
円
)
は
、
み
ぎ
判
決
を
一
度
は
確
認
し
た
も
の
の
、
一
九
六
六
年
八
月
一
一
日
決
定
(
宮
口
問
N
E
E
-
ω

5
2
ご
に
よ
り
、
同
裁
判
所
も
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
肯
定
す
る
に
至
っ
た
(
〈
包
・
出
血
E
P法
w
a
-
-
-
u
q
U
江
口
巾
一
自
国
向
日
R
宮
J

U
α
〈
冨
∞
∞
・
ω
・
2
叶
町
内
(
印
品
、
刊
日
芹
司
ロ
・

A
F
)
)

。

一
九
六

0
年
代
ま
で
の
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
反
対
説
の
概
観
を
な
す
の
は
、
明
・
出
-
d
g
g
q
B
田
口
P
ロ
q
g
z
日
n
y
E
n
z
z
R
F
σ
R，

m
n
F
E
R
-
E
2
・
ω
・
出
向
円
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
隣
人
訴
訟
は
柔
軟
性
を
要
す
る
建
築
法
の
本
質
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
(
ω
・
色
片
)
、
隣
人
訴

訟
は
民
衆
訴
訟
を
意
味
す
る
こ
と
(
ω
・
念
円
)
、
建
築
主
ば
か
り
か
隣
人
に
も
法
的
不
安
定
が
生
ず
る
こ
と
お
・
お
町
内
)
、
が
指
摘
さ
れ
て
い

司
令
。

論
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公法上の建築隣人訴訟 (2) 

(
弘
)
〈
mF
〈
・
。
α同
N¥
出
・
国
・
同

-aロ
¥
(
U

・
ω
S
R
W
(国
g
m
-
Y
U芯

α同町巾ロ己
-nym
〈
巾
吋
者
向
ロ
ロ
ロ
mHN者
一
回
門
町
巾
ロ
の
2
巾丹

Nm巾ぴロロ
m
cロ仏

ユ円}同信ユ町内『戸市吋問。ロ円円。}}巾
w

出∞印・

ω・
5
申(己目的}自由回一
oロ
)
一
〈
ぬ
]
白
ロ
ny
同
・
司
田
-u
巾
吋
噌
白
血
0
・
∞
-
M
品
{
)
(
口
一
回
}
吉
田
位
。
ロ
)
一
の
α同
N
-

出国()・

ω・
NE-

今
日
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
な
ど
い
わ
ゆ
る
第
三
者
訴
訟
全
般
を
通
し
て
私
人
間
の
紛
争
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

回
目
]
司
白
立
q
w
U
5
ω
Zロ
ロ
ロ
ぬ
己
R
〈
句
者
同
ロ
ロ
ロ
mmmR-nygσ
白「
W色丹

-g
己巾
s
o
w
E江田
S
S
H
N巾円
Z
g
gえ・

5
3・
ω-MO
一回『
oys---

N
Z
B
m，
E
E
5
5
4
5
E巾
一
号
吋
〈
巾
門
司
白

1
5
m
m
m
q
-
n
Z∞σ
R
E
F
-
-
Z』
当
呂
主

-ω
・
∞
内
向
(
民
間
)
・

さ
ら
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
シ
ュ
ベ
ル
ト
フ
ェ
ガ

l
(の・

ωnyt司巾吋弘氏巾
m将司唱

-
b
E
E円巾
n
y
E
n
v
q
U江
口
R
E
R
g
∞白
R
2
Z
J

Z
ぐ
巧

N
E∞
N・
ω
-
u
R
(吋
)
)
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
反
対
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
寸
第
三
者
の
財
産
を
侵
害
す
る
(
巾
E
m『巾
5)

の
は
、
国
家
で
は
『
な
く
』
、
『
建
築
主
』
で
あ
る
。
L

(

二
重
鈎
括
孤
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)
と
し
、
隣
人
訴
訟
に
お
け
る
原
告
隣
人
の
請
求
権
を
、

行
政
の
侵
害
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
建
築
主
の
侵
害
か
ら
の
保
護
を
行
政
に
求
め
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
見
解
を
批
判
す
る
者
が
あ
る
。
〈
mZ・』・

ωnyt司白
σ
p
-
b
E
E
B門
EHnyσ
巾
肉
呂
ロ
号
R
E
r
z
g
号
明

ω円白血円
2
2
5
ω
与
え
N
m巾
m
g

a白血
E
n
y巾
回
出
戸
ヤ
ロ
ロ
己
〉
ロ
}
血
肉
巾
口
問
巾
ロ
巾
ys-mロロ
m
g
V・W

・
2
〈
者
N
E∞
ω・
ω・印
Nω
時間・一

ω
Z
E
σ
q
m
p
出国()(司ロ

HO)・
ω・
怠
M

(お

)
H
N
a巾
E
F
-
-
Z国
各
σ白吋
r
g
m巾
lα
町内
g
E
n
r
a
q
N一三]叶
2
z
z
n
弓
J
Z』
当

E
E
-
∞
記
也
氏
・
一

ω巾
-
-
5
5
p
s。
(
2
3・
な
お
、
テ
イ

ン
マ

l
マ
ン
(
吋
-
B
E
R
B白ロ
P
白血()(司ロ

-
N
8・
ωhpN)
は
、
ゼ
ル
マ
ン
を
も
っ
て
結
論
と
し
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
認
め
る
も
の
と

し
て
い
る
が
、
本
文
で
以
下
述
べ
る
よ
う
に
疑
問
で
あ
る
。

(部

)ω
巾
--g田口
p

g一一

C

Q
ロ
∞
)
・
∞

-N∞
同
門
こ
の
点
、
レ

l
デ
カ

1
(釦白
C
(司ロ
-Ngw
∞・吋印。

(NPσ))
は
、
本
文
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
も
の
の
、
取
消
訴
訟
、
実
施
請
求
訴
訟
(
義
務
づ
け
訴
訟
)
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
諸
問
題
を
検
討
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
ゼ
ル
マ
ン
と
共
通
す
る
と
考
え
た
。
な
お
、
現
行

V
w
G
O
の
仮
の
権
利
救
済
(
停
止
効
、
仮
命
令
)
制
度
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、

石
崎
誠
也
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
二
重
効
果
的
行
政
行
為
論
』
(
中
)
L

自
治
研
究
五
七
巻
一
二
号
ご
九
八
一
年
)
一
一
七
頁
以
下
、
一
一
八

頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
河
巾
門
凶
巾
}
内
巾
ア
白
血
(
)
(
司
ロ
-
N
3・
ω・
話
。

(Nσ)
一
ω巾
--5白ロ
P
由同()(司ロ・∞)・

ω-N∞
ω・

(
泊
)
連
邦
内
務
省
に
お
け
る

V
w
G
O準
備
担
当
官
で
あ
っ
た
ケ

l
ラ
1
の
V
w
G
O
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
(
穴
S
F
Z
F
〈
句
者
即
日
c
s
m
m
m
R
W吉田
C円'

仏ロロロ
m・
5
2・
Z
C
〉
ロ
ヨ
・
戸
∞
一
聞
き
〉
ロ
ヨ
・
〉
ロ
叶
)
を
引
用
し
つ
つ
、

v
w
G
O
が
、
建
築
許
可
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
効
っ
き
行
政

行
為
(
〈
R
t弔
問

-
Zロ
m
Z
E
E
-件
。
。
℃
℃
巾

Z
町

-g口
問
)
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
指
摘
す
る
も
の
に
、

m
a
m
-内
巾
ア
コ
何
己
主
n
E
C
D哲
ロ
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説

ロ
ロ
仏
軍
c
z
o
E巾
〈
巾
ヨ
回
目
E
口問印
mmE円
F
E
n
F
R
閉山
R
Z
m官
m
n
y
B
K
.
-
z
…
z
・
〉
円
y
g吋
σ
q
m
¥
言
問
E
i
m門N
¥
同)・
4

司
王
z
n
z
-
2
3
m
-
Y

岡山
R
Z
5己
ω
g回
二
自
由
。

N
E
s
dぐ
白
昆
巾
-
F
a
n
y円
5

E
吋
出
血
ロ
印

C
E
n
y
ω
2
1ロ
E
g
g
-
の
与
ロ
ユ
∞
E
m
-
-由∞
ωwω

∞
2
町
内
食
品
目
)

が
あ
る
。
さ
ら
に
参
照
、
佐
藤
英
世
「
西
ド
イ
ツ
官
吏
法
に
お
け
る
競
争
者
訴
訟
ご
奈
良
法
学
会
雑
誌
二
巻
一
号
(
一
九
八
九
年
)
一
頁
以
下
、

一
八
頁
。
ま
た
、
こ
う
し
た
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
の
解
決
策
を
提
案
し
た
の
が
、
国
・
・
4
〈

-HLZM})山
口
問
巾
門
司
己
完
〈
2
4
5
p
g
m
S
E
E
-件

。。匂匂巾]当日叶}内ロロ
m・
5
2・
呂
田
白
ロ
℃
2
0
己
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
仮
の
権
利
救
済
を
め
ぐ
る
議
論
の
詳
細
は
、
石
崎
・
前
掲
注
(
却
)
一
一

八
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
現
在
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
行
政
・
財
政
・
社
会
の
各
裁
判
所
法
を
統
一
す
る
行
政
訴
訟
法
(
〈
2
J弔問
-Eロ
宮
司
自
色
。
E
E口
問
)
の
政

府
草
案
が
作
成
さ
れ
、
一
九
八
二
年
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
本
草
案
で
は
、
特
に
、
仮
の
権
利
救
済
制
度
を
め
ぐ
る
紛
争
を
立
法
的

に
解
決
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
草
案
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
乙
部
哲
郎
「
西
ド
イ
ツ
『
行
政
訴
訟
法
』
草
案
の
作
成
と
そ
の
概
要
L

神

戸
学
院
法
学
一
四
巻
二
号
(
一
九
八
三
年
)
一
頁
以
下
参
照
。

(却

)ω
巾
ロ
ヨ
白
D
P
白血()(明ロ・∞)・

ω-N∞戸時・

(
却
)
河
巾
色
。
}
内
巾
吋
唱
白
白
(
)
(
司
ロ

N
3・
ω・
吋
巴
一
〈
肉
]
白
cny
開
口
一
巾
印
門
巾
【
戸
回
目
。
(
明
白
-
N
3・
ω・∞由・

(
出
)
そ
の
他
、
レ

l
デ
カ

l
に
だ
け
み
ら
れ
る
見
解
と
し
て
、
「
最
も
重
要
な
の
は
、
隣
人
訴
訟
に
は
勝
ち
目
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
L

(
閉
山
包
岳
2
・
白
血
(
)
(
司
ロ
-Ngwω
・
叶
印
。
円

(Mn)
一
4
m
-
E
n
y
関

E
B
Z門戸

E
C
(司ロ

N
3・
ω・き・

2
)
、
「
隣
人
は
実
際
に
は
行
政
庁
で
は

な
く
建
築
主
を
攻
撃
し
て
い
る
。
隣
人
訴
訟
は
た
ん
な
る
所
有
権
妨
害
排
除
訴
訟
(
回
m
g
Z
B
E
σ
当
与
件
E
m巾
)
の
一
例
に
す
ぎ
ず
、
通
常
裁
判

所
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
典
型
的
な
民
事
事
件
で
あ
る
。
」
白
色
巾
w
q唱白血
o
qロ-
N
印)咽∞

-aH)
な
ど
が
あ
り
、
他
方
、
ゼ
ル
マ
ン
に
だ
け
み
ら

れ
る
の
は
、
「
隣
人
訴
訟
は
、
公
益
の
た
め
、
建
築
法
の
処
理
に
要
請
さ
れ
る
柔
軟
性
を
硬
直
化
さ
せ
る
。
」

(ω
巳
]
自
白
ロ
p
g
(
)
(司ロ
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ω
N∞品
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2
与

者

4
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E
Z
F
E
C
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F
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N
ω
)
w
ω
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C
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出
血
E
V
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-
C
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品

5
3・
U
〈
巴
・

5
日
夕
日
山
・
∞
N
N
R・
3Nω))
な
ど

で
あ
る
。

(
犯
)
〈
也

-HNa巾
wmF
担
問
。
(
司
ロ
-
N
3・
ω・
叶
臼

B
X
司
ロ
邑
(
「
公
益
の
た
め
交
付
さ
れ
た
公
法
上
の
命
命
・
禁
止
規
範
は
隣
人
に
も
役
立
ち
、
規

範
か
ら
の
免
除
は
場
合
に
よ
り
隣
人
を
侵
害

(
σ
2
E守
山
門
宮
山
閃
同
)
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
反
射
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
行
政
庁
に
対
す
る
公
権
(
凹
ロ
σす
宮
守
丘
町
巾
ロ
E
n
Z
H
N
R
v
z
m
m
m
2
5
2
己
常
国
田
口
σ与
O
E巾
)
)
が
影
響
を
被
っ
て
い
る
の
で
は
な

い。」)・

論
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円
円
由

ac--N)弓
山

崎

将

(沼)告示~æ<tミ 4眠時卸会?入よJ!@:~v' 刑事毛織縦士話冊減:Qm-<~(.:I製品d昭宏子。 Q-\知県民日Jいユ .}.:!AJいの Qti'

"Das Dilemma des baulichen Nachbarrechts"， VerwArch. 1969， S. 35 ff. (41)や必の。

(話)Sellmann， aaO (Fn. 8)， S. 284. n[;HE ~会長時伺鴬却lII(~ti' BT・Dr.3/336(S. 108) f.'，母子。。

(~) S巴llmann，aaO (Fn. 8)， S. 284 f 

(お)OVG Hamb， aaO (Fn. 31). 

(お)AaO (Fn. 31)， S. 823 f. (n[;HE ~ *l-?:! a' iく!E14凶器JトJ*lt-Cl)。

(詔)V gl. Redeker， aaO (Fn. 25)， S. 750 f. (2 c) ; vgl. auch Kniestedt， aaO (Fn. 23)， S. 90， 91 (お.;q' 4時~~i' jii;:出(目)) 

(~) Vgl. Hans Peters， "Der Dritte im Baurecht"， DoV 1965， S. 744 ff. (745). 

(ミ)刑事長!と醤将軍座Q罪悪化J4)1l-Q' 'J'Î'~-?:!~~金拠骨VJ 台-?:!，.，:j) Q ~' Bartlsperger， aaO (Fn. 33)， S. 47 iミ*l心。

(思) í制〈主t'B斗 Q~旧，州繍J ~ Î'ニトJ~' ~\\盟-，国王国当E刊誌『11塙^l"( Q~tE1~ (1・民伊川叶)固く傾斜(ヨr111<回， 1111Kl!IT(' 
11く)]}町 111gj)1阿F 匡話機幽「医獄稿指印定ヤ時誕艇E眼工」軍軍l制悪1111gjn]!' (軍軍世辞 11 gj11恥 (1~<同社)) 1 
KgjB恒三ドー， 1 1く伊国 (W困+l~時R..\J蹄都立医<Qt1~ (1ばく長崎)底堅)' ~mト三・ jii;収制E剥(~)' 1 f.R) 1B可制(署)。

(ミ)BVerwGE 22， 129. 

(宮)BVerwGE 22， 129 (130) 

(::;:) BVerwGE 22， 129 (130). 

(宕) BVerwGE 22， 129 (130). 

(ミ)BVerwGE 22， 129 (130 f.) 

(匂)寝耳iとN 仏 C平4く占コ機日二小君事lとt室経裕治 (Vollstreckungsabwehrklage) QトJ心f.'*l心。

(~) BVerwGE 22， 129 (131 f.). 

( ミ宕~) BVerwGE 22， 129 (132 f.) 

( 呂) BV 巴町rwGE22， 129 (137 f.). 

(巴)用組Q(.:I誕斗 Q遮〈結稀 Q\憶沿首主税為告さ謀総網干J ，舎のけ心会J健聴~-?:!..\Jや ^X 心平二時軍部よJ~ い， BVerwG， Urt. v. 17. 10. 

1975， GE 49， 244 (249) 耳元持時。

R. Bartlsperger， 

(

N

)

自
制
壮
怖
く
甜
陸
地
肌
蝦
(
5
4
4崎
山
哨



説

(
臼
)
〈
関
戸
切
〈
巾
吋
者
。
・
ロ
ュ
・
〈
-N∞
-hp・
SAW-刊唱の
HWN戸

N由
(ωH)
一
切
〈
句
者
。
・

C
2
〈・∞・

5
・
EA山

吋
J

の同
W
N∞・

ωω(ωω)・

(
臼
)
現
在
、
取
消
訴
訟
以
外
に
も
、
無
許
可
建
築
物
な
ど
へ
の
警
察
介
入
を
求
め
る
義
務
づ
け
訴
訟
(
切
〈
ゆ
司
君
。
開
口
・
也
印
)
や
、
切
迫
し
た
建
築

許
可
に
対
す
る
予
防
的
差
止
め
訴
訟
(
∞
〈
貨
当

p
cュ・〈・
5
・
品
巴
戸
・
巴
〈
巴
・

5
ご
wω
・
2
由
民
(
本
判
決
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
遠
藤

博
也
『
計
画
行
政
法
』
(
一
九
七
六
年
)
二
七

O
頁
以
下
参
照
)
)
も
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
〈
包
・
叶
-
5
5
2
5田口
P
E
C
(司ロ
-
N
3・
ω・

口
。
民
・
一
回
開
口
弘
巾
円
¥
ロ
。
E
P
白白()(司ロ・
H
C
)
噌閉山門凶ロ・∞
H

R

・-申{)同・)

(
日
)
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
紹
介
し
た
へ
ツ
セ
ン
高
等
行
政
裁
判
所
一
九
五

O
年
五
月
二
四
日
判
決
(
本
稿
第
一
章
第
二
節
第
一
款
の

1
)
と
は
見

解
を
異
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
第
二
節
参
照
。

(
団
)
∞
〈
巾
門
司
の
開

NNWHN申
(
ロ
H)・

(
町
)
ぐ

mF
同
・
。
。
一
NOF
閃
回
口
玄
白
ロ
ロ
口
問
団
吋
m
山口町民
-hH
〉ロ
2
・
Hmw∞品噂河門同∞品・

(
回
)
こ
の
点
は
、
当
時
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
許
容
し
た
裁
判
例
に
お
い
て
原
告
が
境
界
線
を
接
す
る
隣
人
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

す
で
に
一
九
五
九
年
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
守
色
-
E巾R
W
C
ロ
f
p
s。
(
司
ロ
・

NSw
∞
-HH∞
同
)
。
な
お
、
当
初
、
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
が
側
面
後

退
距
離
自
由
己
主
口
町
)
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
に
、
。
・

ωny--nzq晴
元
}
田
口
5
m
m
z
n
y
E
n
y
o円
切
巾
可
丘
町
0
5
5
n
y
E
N

5
4司
自
己
巾
-
J
E
一
〉
門
町
門
刊
号
q
m
¥烈
吋
担
当
日
目
¥
者
三
口
n
w
m
-
2
3
m
)・
2
0
(
2・
Ngwω
・
∞
∞
同
町
内
・
(
∞
∞
吋
)
が
あ
る
。

(
回
)
〈
也
・
回
出
口
∞
∞
門
町
三
F
回
m
S
E
E
S巳
α片
岡

g
E
n
y
g
Hロ芯
5mm巾
w
E苫
‘
∞
-
M
色
・
シ
ュ
ル
テ
は
、
ま
ず
、
建
築
物
が
許
可
の
内
容
を
逸
脱

し
た
り
、
必
要
な
許
可
を
得
て
い
な
い
場
合
に
は
、
隣
人
は
建
築
主
に
対
す
る
民
事
訴
訟
だ
け
を
許
さ
れ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
許
可
に
し
た

が
っ
た
建
築
に
関
し
て
は
、
ま
ず
許
可
の
取
消
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
際
、
@
一
九
六
五
年
判
決
(
切
〈
句
者
。
開

NN-HN由
(EN

円
)
)
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ユ
ル
テ
の
見
解
に
対
し
、
公
法
上
の
許
可
の
賦
与
は
隣
人
と
建
築
主
と
の
間
の
私
法
関
係
お
よ
び
こ
れ
か

ら
生
ず
る
隣
人
の
不
作
為
請
求
権
に
か
か
わ
り
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
、
一
九
六
四
年
一
二
月
一
七
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

(
Z』
者
呂

8
・

ω・
印
巴
(
印
巴
)
)
に
依
拠
し
つ
つ
反
対
す
る
も
の
が
あ
る
。
〈
也
・
∞
g
門日常

¥
U
O
F
F・
2
0
(司ロ
-HSw
河己
-NH・

(ω)
〈尚一・閉山・

ω
Z
Z
Z吋
m・
3
p
g民円白
m
g
牛
田
氏
r
E
r
F
g
Z
R
F
R百円
y
g
J
Z』
者
邑
∞
Pω
・
8
吋町内・

2
2
5
X
2・
2
(「
こ
の
こ

と
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
五
年
一

O
月
五
日
判
決
(
∞
〈
句
者
。
開

N
N
H
N由
(
民
O

円
)
)
と
い
う
原
則
的
判
決
に
お
い
て
完
全
に
未
解
決

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
O

L

)

)

・

三A
日間
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第
三
章

隣
人
訴
訟
の
発
展

本
章
で
は
、
判
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
、
「
権
利
L

・
「
権
利
侵
害
L

、
そ
し
て
「
違
法

事
由
」
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
か
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
素
材
は
こ
こ
で
も
お
も
に
判
例
に

求
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
判
例
発
展
の
前
提
た
る
法
制
度
の
概
観
か
ら
始
め
よ
う
。

第

節

法
制
度
の
概
観

第
一
款

現
行
建
築
法
制
の
概
観

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

今
後
の
本
稿
の
叙
述
に
関
連
す
る
西
ド
イ
ツ
建
築
法
制
の
概
観
を
こ
こ
で
得
る
こ
と
に
す
る
。
本
款
で
は
、

連
邦
建
設
法
(
∞

5
母
島
ωロ
mg-u-
以
下
、
た
ん
に
法
と
い
う
こ
と
が
あ
る
)
を
検
討
の
中
心
に
据
え
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
、

年
版
、
一
九
七
六
年
改
正
記
に
も
言
及
す
る
。
な
お
、
一
九
八
六
年
に
、
連
邦
建
設
法
は
都
市
建
設
促
進
法

(ω
広
島

E
E
O
E司
5
m∞mo-

-c)
と
合
わ
せ
て
一
本
化
さ
れ
る
と
い
う
、
大
幅
な
改
正
を
う
け
、
連
邦
建
設
法
典
(
∞
ロ
ロ
母
島
g
m
2
2
N
σ
R
Y
)
と
改
称
さ
れ
る
に
至
っ

た
け
れ
ど
も
、
建
築
隣
人
訴
訟
に
か
か
わ
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
修
正
を
受
け
て
い
な
い
。
一
九
七
九
年
改
正
法
を
中
心
に
置
く
の
は
そ
の
た

北法41(2・105)615

一
九
七
九
年
改
正
に
か
か
る

一
九
六

O

め
で
あ
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
ラ
ン
ト
の
建
築
法
と
な
ら
ん
で
建
築
行
為
を
直
接
規
律
す
る
連
邦
建
設
法
の
中
心
に
位
置
す
る
、
地
区
詳
細
計
画

の
策
定
手
続
と
内
容
の
概
略
を
紹
介
す
る
(
一
)
。
ラ
ン
ト
建
築

(∞
σσ
釦
C
C
H
仮
名
]
山
口
)
(
以
下
、
た
ん
に

B
プ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
が
あ
る
)



説

法
と
連
邦
建
設
法
の
両
者
は
、
建
築
許
可
庁
(
∞

2
2
E♀
g
z
g
E巾
)
が
実
施
す
る
、
個
々
具
体
の
建
築
許
可
手
続
に
お
い
て
一
体
的
に

適
用
さ
れ
針
。
こ
の
建
築
許
可
庁
は
、
原
則
と
し
て
、
郡
も
し
く
は
郡
に
属
さ
な
い
市

(
W
2
2守
色

g
ω
E色
丹
)
で
あ
説
。

つ
ぎ
に
、
本
稿
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
、
建
築
案
(
回
同

2
2
E
Zロ
)
の
許
可
要
件
に
関
す
る
基
本
三
区
分
を
み
る
( 

一一) 。

北法41(2・106)616

~A 
局間

(
1
)
西
ド
イ
ツ
建
築
法
制
度
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
数
多
く
の
優
れ
た
紹
介
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
お
も
に
参
照
に
し
た
の
は
以
下

の
も
の
で
あ
る
。
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
と
運
用
』
(
一
九
七
七
年
)
、
日
笠
端
・
日
端
康
雄
・
中
村
直
樹
「
西
ド
イ

ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
の
制
度
と
運
用

ω
1刷
」
土
地
住
宅
問
題
二

O
号
二
ハ
頁
以
下

1
二
五
号
三
七
頁
以
下
こ
九
七
六
年
)
、
デ
ィ

l
テ
リ
ツ

ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
成
治
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
』
(
一
九
八
一
年
)
、
山
下
淳
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
地
の
建
築
的
利
用
規
制
(
一
)

(
二
)
」
自
治
研
究
五
九
巻
一

O
号
九
二
頁
以
下
、
同
巻
一
一
号
一

O
五
頁
以
下
ご
九
八
三
年
)
。
北
畠
照
弱
『
都
市
計
画
・
都
市
再
開
発
・
都

市
保
存
西
ド
イ
ツ
建
設
法
典
の
概
説
』
(
一
九
九

O
年
)
第
一
章
(
西
ド
イ
ツ
建
設
省
作
成
に
か
か
る
市
民
広
報
ε
司
戸
〉
Z
開
Z

∞
〉
口
問
Z

田山
Z
開
口
開
m
Z
3
を
訳
出
し
た
も
の
(
同
書
ま
え
が
き
三
頁
以
下
参
照
)
は
、
脱
稿
後
ご
九
九

O
年
五
月
連
休
中
)
に
接
し
た
た
め
、
十
分
に
参

照
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
、
西
ド
イ
ツ
の
国
土
利
用
計
画
法
制
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
山
下
・
前
掲
論
文
(
二
九
九
頁
以
下
、
巧
-
∞
g
Y
E
w
-
w同】喜一円
E
E
m

z閉N
E
B
-
c邑
ω
汁包
G
E
E
括
的
R
n
z・
5
昌
一
巧

-
F
E丹
¥
岩
田
。
3
P
U山
由
民
間
巾
E
Z
n
Z
∞
2
・
5
仏
∞
。
舟
号

2
戸
閉
山
田
口
自
立
回
ロ
ロ
ロ
-

m印円巾
n
z
w
N・
〉
口
問
]
よ
邑
∞
Y
H
N己
口
同
町
内

(2)
〈
品
吋
昌
司
(
切
の
∞
戸
円

ω
-
E
S

(
3
)
〈
-Nω
・品
-H甲田()(切の∞
-
-
-
ω
ω

九
日
]
!
)

(
4
)
〈
】
∞
・
∞
同
由
、
刊
品
(
切
の
切
戸
-
∞
-NN印由)

(
5
)
〈

N叶
・
叶
呂
ロ
(
切
の
ロ
--Hω
・
]{HN印)

(6)

一
九
八
六
年
連
邦
建
設
法
典
(
の
2
2
N
ロ
σ
R
仏白血切山口問一巾∞巾円
NσEnyJN。
ヨ
∞
・

H
N
E∞
少
∞
の
E
-
-
ω

目

MHS)
に
つ
い
て
は
、
。
・

ω円
匡
一
円
宮
司
吋
¥
閉
山

ω
t
n
F
(出
gm-Y
∞
巾
ユ
吉
巾
円
相
内
。
B
E
g
g円
NCHH戸切山口問巾印
2Nσ
ロ
nz・
5
∞
∞
な
ど
の
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
の
ほ
か
、
参
照
、
西
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(

N

)

出
耐
結
〈
盤
山
脈
蝦
Q
斗
誕
Q



説

B
プ
ラ
ン
の
策
定
手
続

ゲ
マ
イ
ン
デ
(
市
町
村
)
が

B
プ
ラ
ン
を
必
要
と
す
る
場
合
、
議
会
が
そ
の
旨
の
決
議
を
す
る
。
こ
れ
を
う
け
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
内
部
で
計

画
原
案
が
作
成
さ
れ
る
。
議
会
の
み
ぎ
決
議
は
関
係
公
共
機
関
に
伝
え
ら
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
間
で
種
々
の
調
整
が
な
さ
れ
る
。
他
方
、

計
画
原
案
に
つ
い
て
、
住
民
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
住
民
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
る
。

北法41(2・108)618

論

で

き

あ

が

っ

た

計

画

案

は

、

縦

覧

に

供

さ

れ

る

。

聞
で
あ
る
。
縦
覧
に
供
さ
れ
た
計
画
案
に
対
し
、
関
係
公
共
機
関
、
住
民
は
、
疑
問
や
助
言
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
・

助
言
を
考
慮
し
た
最
終
計
画
案
が
議
会
に
よ
り
条
例
と
し
て
議
決
さ
れ
る
。

最
後
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
み
ぎ
条
例
に
つ
き
上
級
官
庁
に
対
し
認
可
の
申
請
を
な
し
、
上
級
官
庁
は
三
ヶ
月
以
内
に
決
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
認
可
を
受
け
た
計
画
(
条
例
)
が
、
公
告
、
縦
覧
に
供
さ
れ
る
。

以
上
の
計
画
策
定
に
要
す
る
平
均
期
間
は
、
約
三
六
ヶ
月
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

B
プ
ラ
ン
の
内
容
形
成
に
関
係
住
民
が
直
接
か
つ
実
効
的
に
関
与
で
き
る
仕
組
み
が
用
意
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
判
例
学
説
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
、
隣
人
相
互
間
に
お
け
る
《
交
換
関
係
論
》
に
は
、
法
観
念
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、

議
会
で
議
決
さ
れ
、

公
告
、

公
告
、

縦
覧
の
法
定
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
一
週
間
と
一
ヶ
月

制
度
上
の
裏
づ
け
も
あ
る
の
で
あ
る
。

2 

B
プ
ラ
ン
の
内
容

B
プ
ラ
ン
適
用
区
域
が

B
プ
ラ
ン
自
体
の
中
に
明
示
さ
れ
る
。

B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
何
を
指
定

Q
2
5
2
2ロ
m)
で
き
る
か
に

つ
い
て
、
建
築
利
用
の
用
途
と
密
度
、
建
築
方
式
、
敷
地
内
の
建
築
許
容
範
囲
と
禁
止
範
囲
な
ど
、
二
六
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

条
一
項
)
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
三
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、

(
法
九



①
建
築
敷
地
の
建
築
利
用
の
指
定
ご
号

1
九
号
)

②
建
築
に
利
用
さ
れ
な
い
土
地
の
そ
の
他
の
利
用
の
指
定
(
一

O
号

i
一
九
号
、
二
一

1
二
四
号
、
二
六
号

③
植
樹
の
指
定
(
二
五
号
)

つ
ぎ
に
、

B
プ
ラ
ン
に
は
、
完
全

B
プ
ラ
ン

(
A
己包

5
N広
三
ゆ
ロ
切
巾
σω
ロ
己
口
問
的
立
山
口
)
と
簡
易

B
プ
ラ
ン

S
E
E
n
y
o
D
。
門
同
二
三
の
宮

と
が
あ
る
。
完
全
B
プ
ラ
ン
と
は
、

B
プ
ラ
ン
自
体
も
し
く
は
そ
の
他
の
建
築
法
規
定
と
組
み
合
わ

門山口出口同一
N
r
u
吋門めロ

∞ぬゲ印ロロロ閃回目)]町山口)

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
指
定
(
明
g
Z
2
N
C口
問
)
を
含
む
こ
と
に
な
る
よ
う
な

B
プ
ラ
ン
を
い
う
。

の
密
度
、
建
築
敷
地
内
の
建
築
許
容
範
囲
、
そ
し
て
、
地
区
内
交
通
用
地
の
四
種
類
で
あ
刻
。
他
方
、
簡
易

B
プ
ラ
ン
と
は
、
み
ぎ
四
種
類

の
指
定
の
い
ず
れ
か
を
含
ま
な
い

B
プ
ラ
ン
を
指
し
、
こ
の
点
で
の
み
完
全
B
プ
ラ
ン
と
異
な
る
に
す
ぎ
ず
、
簡
易
B
プ
ラ
ン
も
ま
た
、
寸
十

全
な
(
〈
O
口
当

q
p川)」
B
プ
ラ
ン
で
あ
る
と
さ
れ
針
。

つ
ま
り
、
建
築
的
利
用
の
用
途
、

そ

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

(
1
)
参
照
、
デ
ィ

l
テ
リ
ッ
ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
成
治
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
限
』
(
一
九
八
一
年
)
三

O
頁
以
下
、
春
日
井
道
彦
『
比
較

で
み
る
西
ド
イ
ツ
の
都
市
と
計
画
』
(
一
九
八
一
年
)
一
一
四
頁
、
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
と
運
用
』
(
一
九
七
七
年
)

一
一
二
頁
以
下
、
日
笠
端
・
日
端
康
雄
・
中
村
直
喜
「
西
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
都
市
計
画
の
制
度
と
運
用
(
そ
の
四
)
」
土
地
住
宅
問
題
二
三
号
こ

九
七
六
年
)
三
六
頁
以
下
、
三
八
頁
以
下
、
当
・
開
目
的
丹
¥
者
・
出

0
3
p
u
g
丘
町
内
皆
同
一
一
円
宮
∞

2
・
5
仏
∞
色
町
ロ
『
巾
n
F
m
m
E
B
U
E
E諸
問
R
F
F

N
・
〉
口
出
-
w
E∞
ゲ
閉
山
門
町
戸
・
臼
ω
町
内
・
一
同
・
の
巳
N

巾
♂
回
国
己
主
同
ロ
ロ
ロ
悶
悶
吋
巾

n
z・
品
・
〉
ロ
2
・・

5
∞P
H
N
aロ-
M
∞ω
民・

(
2
)
こ
の
住
民
の
早
期
の
参
加
は
、
一
九
七
六
年
改
正
法
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
管
理
運
営
上
の
困
難
が
生
ず
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
多
方
面
か
ら
の
不
安
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
例
外
的
事
業
に
つ
い
て
の
み
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
(
〈
ぬ
「
悶
・

ωny虫
2
¥

。・

ω与
旦
門
宗
国

n
z
s
a
F
3
0
2
∞
5
母
島
白
己
唱
認
定
宮
号
門
司
白
H
E
-
-
w
U〈

E
・
5
∞デ

ω・印∞∞

(EN)・
一
九
七
六
年
改
正
以
前
の
様
子
に

つ
き
、
さ
し
あ
た
り
、
成
田
頼
明
寸
連
邦
建
設
法
の
改
正
問
題
」
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
書
注

(
1
)
四
二
頁
以
下
、
五
一
頁
以
下
参
照
)
。

(
3
)
こ
の
期
限
は
三
ヶ
月
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
期
限
内
に
理
由
を
示
し
て
拒
否
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
認
可
が
な
さ
れ
た
も
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説

の
と
み
な
さ
れ
る
。
認
可
に
は
条
件
を
付
す
こ
と
も
で
き
る
(
以
上
、
法
一
一
条
、
法
六
条
二
項
な
い
し
四
項
)
。
約
七

O
%
の
B
プ
ラ
ン
は
無
条

件
で
認
可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
(
〈
也
・

ω岳
民
R
¥
ω
n
y
B三
ゲ
回
n
z
s
a
F
2
0
(司ロ
-N)・
ω
-
s
s。

(
4
)
連
邦
建
設
法
に
も
と
づ
い
て
公
布
さ
れ
た
条
例
百
三
N5m)
に
対
し
て
は
、
一
九
七
六
年
の

V
w
G
O
改
正
(
参
照
、

v
w
G
O
四
七
条
一
項

一
号
。
一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
改
正
に
伴
う
改
正
で
あ
る
。
〈
包
・
∞
の
盟
国
間
∞
-

N
お
叶
)
以
来
、
連
邦
全
体
を
通
し
て
、
一
般
的
に
、
規
範
統

制
訴
訟
が
許
さ
れ
て
い
る
(
〈
色
。
巳

N
q
w
E
C
(司ロ
-H)・
HN己
・
合

ω
一
何
百
件
¥
出
。
匂
宮

-
E
C
Qロ・

3wHN己
ロ
・
お
∞
ぼ
・
一
藤
原
静
雄
「
西
ド

イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
の
規
範
審
査
制
度
の
展
開
|
|
地
区
詳
細
計
画
の
訴
訟
統
制
|
|
L
「
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
・
行
政
法
の
諸
問
題
中

巻
』
(
一
九
九

O
年
)
四
三
七
頁
以
下
こ
九
八
七
年
改
正
法
に
つ
い
て
紹
介
検
討
を
加
え
て
い
る
)
)
。
規
範
統
制
の
申
立
て
を
提
出
で
き
る
の
は
、

規
範

(
H
N
R
Z
2
2
2
Yユ
ロ
)
自
体
、
も
し
く
は
そ
の
適
用
に
よ
り
、
直
接
的
損
失

(
5
5
5
0
5包
括

Z
白
nys--)
を
被
む
る
か
、
予
測
し
う
る

将
来
に
お
い
て
損
失
を
被
む
る
と
考
え
ら
れ
る
者
で
あ
る

(
V
w
G
O
四
七
条
二
項
一
文
)
(
〈
吃
・
の
巳

N
q・2

(

)

(

司ロ
-
H
)

唱
何
色
・
企
日
一
開
『
口
氏
¥

同
名
宮
・

2
0
(司
戸
同
)

w

河
己
・
ぉ

E)。
ま
た
、
建
築
法
事
件
に
お
け
る
取
消
・
義
務
づ
け
訴
訟
の
中
で
、
行
政
行
為
の
適
法
性
判
断
の
前
提
と

し
て
、

B
プ
ラ
ン
が
審
査
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
附
随
的
統
制

(
H
S
E
g同
WOES}])
は
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
(
〈
包
・
の
巳

Nm吋
w
g
(
)
(司ロ-

H)wm己ロ
-
B
N
同
一
開
門
ロ
巳
¥
図
。
匂
匂
巾

w白血()(司ロ
-H)咽河内同・品
N
S。

一
九
七
七

1
八
二
年
の
聞
に
新
し
く
作
ら
れ
た
B
プ
ラ
ン
は
五
七

O
に
の
ぼ
る
が
、
裁
判
所
で
攻
撃
さ
れ
た
も
の
は
二
九
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
う

ち
一
九
の
み
が
取
り
消
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
数
の
点
で
は
、
判
例
の
影
響
は
少
な
い
と
も
い
え
る
が
、
相
当
の
割
合
で
、
「
隠
れ
た
無
効
な
B
プ

ラ
ン

(
2
E
R
E
E
m巴片山
m
q
∞巾
σ
2
5
m呂
E
S
)
」
が
存
在
し
て
お
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
計
画
・
建
築
行
政
を
不
安
定
な
状
態
に
さ

ら
し
て
い
る
、
と
い
う
調
査
報
告
が
あ
る
(
〈
包
・

ωny低
気

¥ω
岳
ヨ
広
乙
w
k
y
m
g
aゲ
回
目
。
(
司
p
s
w
ω
-
S仏
門
こ
れ
に
よ
る
と
、
調
査
対
象

と
な
っ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
B
プ
ラ
ン
の
平
均
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
ま
た
い
く
つ
か
の
都
市
で
は
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
の

B
プ
ラ
ン
が
「
隠

れ
た
無
効
な
B
プ
ラ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
参
照
、
春
日
井
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
一
四
頁
、
二
一
二
頁
)
。

(
5
)
〈
関
戸
∞
円
宮
山
問
。
吋

¥ω
円
F
S
Eゲ
回
nymg巾
【
芦
田
山
(
)
(
司
ロ
・

N)・
ω・
3
N・

(
6
)
区
域
の
形
状
は
多
様
で
あ
る
が
、
春
日
井
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
二
四
頁
園
田
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
場
合
を
み
る
と
、

B
プ
ラ
ン
適
用
区

域
の
大
き
さ
は
、
百
メ
ー
ト
ル
四
方
程
度
の
も
の
か
ら
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
程
度
の
も
の
ま
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(
7
)
〈
包
・
開
口
戸
田
門
¥
出
。
℃
同
)
巾
噌
白
血
(
)
(
司
ロ
・
同
)
唱
同
州
己
・
N

品目・

(
8
)
二
O
号
は
、
風
致
の
保
護
・
保
全
お
よ
び
発
展
の
た
め
の
用
地
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
建
築
に
利
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

論
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そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ニ

O
号
が
前
注

(
7
)
の
文
献
に
お
い
て
分
類
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ

〉つ。

(
9
)
訳
語
の
問
題
で
あ
る
が
、
山
下
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
地
の
建
築
的
利
用
規
制
(
二
)
」
自
治
研
究
五
九
巻
一
一
号
(
一
九
八
三
年
)
一

O
五

頁
以
下
、
一
一
一
一
頁
は
、

d
g一一片山
N-o
ユ
g
∞
与
国
ロ
ロ
ロ
mm三
国
ロ
ョ
に
「
正
式
の
B
プ
ラ
ン
」
と
い
う
訳
を
あ
て
て
い
た
が
、
同
「
大
規
模
産
業

施
設
の
立
地
と
都
市
計
画
(
そ
の
一
)
」
香
川
法
学
六
巻
一
号
(
一
九
八
六
年
)
七
三
頁
以
下
、
七
五
頁
で
は
、
「
完
全
B
プ
ラ
ン
」
と
訳
し
て
い

る
。
本
稿
も
こ
れ
に
な
ら
う
。
な
お
、
デ
ィ

l
テ
リ
ツ
ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
訳
)
・
前
掲
書
注

(
1
)
五
八
頁
は
、
寸
法
定
B
プ
ラ
ン
」
と
訳
し
、

北
畠
照
朗
『
都
市
計
画
・
都
市
再
開
発
・
都
市
保
存
西
ド
イ
ツ
建
設
法
典
の
概
説
』
(
一
九
九

O
年
)
五
三
頁
は
、
「
有
資
格
の
建
設
計
画
」
と

訳
し
て
い
る
。
ま
た
、
ぷ

z
p
n
y
g
∞
$
2
5
m告
E
2
3

に
つ
い
て
は
、
北
自
国
・
上
掲
書
二
五
頁
、
五
三
頁
が
「
簡
易
建
設
計
画
」
と
訳
す
ほ

か
は
、
「
簡
易
B
プ
ラ
ン
し
と
い
う
訳
語
が
一
般
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
叩
)
参
照
、
デ
イ

1
テ
リ
ッ
ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
訳
)
・
前
掲
書
注

(
1
)
五
八
頁
、
何
百
印
門
¥
出
o
u宮

-
E
O
(司ロ

-
H
)

噌円山門凶・

ω
包・

(
日
)
ぐ

m戸
∞
〈
巾
門
君
。
・

C
3・〈・

5
・∞
-
Z
A
r
p
の
何
回
一
Y
H
A
X
(
同
町
叶
)
一
切
口
同
印
門
¥
出
。
七
日
)
m
y

白血()(司ロ・同)噌閉山門同・

ωω
∞・

建
築
許
可
要
件
の
基
本
三
区
分

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

次
節
以
下
の
叙
述
に
最
も
関
連
す
る
の
は
建
築
許
可
の
要
件
に
関
す
る
規
律
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

B
プ
ラ
ン
の
指
定
(
司

g
Z
2
2ロ
m)

に
あ
っ
て
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
各
要
件
に
お
い
て
、
一
般
的
に
広
範
な
行
政
裁
量
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
に
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
連
邦
建
設
法
は
一
九
六

O
年
法
以
来
、
一
貫
し
て
、
次
の
二
一
区
分
を
採
用
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

①
法
三

O
条
以
下
が
適
用
さ
れ
る
完
全

B
プ
ラ
ン
適
用
地
区
(
計
画
内
部
地
区

(σaz旦
g
E月
号

R
巴
岳
)
)

②
法
三
四
条
が
適
用
さ
れ
る
連
担
建
築
地
区
(
未
計
画
内
部
地
区
(
巳
の
宮

σ
弓
Z
E
E
-ロ
日
号

20-岳
)
)

③
法
三
五
条
が
適
用
さ
れ
る
開
発
制
限
地
区
(
外
部
地
区
(
〉
ロ
ロ

g
Z
E与
)
)

北法41(2・111)621 



説

以
上
の
三
地
区
を
区
分
す
る
基
準
は
、
完
全

B
プ
ラ
ン
の
適
用
が
あ
る
か
、
連
担
建
築
地
区
内
か
、
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
完
全

B

プ
ラ
ン
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
に
よ
り
、
み
ぎ
①
と
②
・
③
が
分
け
ら
れ
、
次
に
、
連
担
建
築
地
区
内
か
否
か
で
、
②
と
③
が
分
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
①
、
②
は
積
極
的
に
そ
の
区
域
を
決
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
③
は
消
極
的
に
①
、
②
で
な
い
と
こ
初
、
と
い
う
ふ
う
に
決
め
ら

れ
て
い
る
。

三a、
画聞

み
ぎ
の
三
地
区
の
呼
称
と
し
て
、
最
近
、
西
ド
イ
ツ
で
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
カ
ツ
コ
内
の
も
の
を
用
い
ず
、
完
全

B
プ

ラ
ン
適
用
地
区
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
特
色
を
示
す
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
多
様
な
ラ
ン
ト
建
築
法
の
規
律
は
省
略

し
、
も
っ
ぱ
ら
、
連
邦
建
設
法
上
の
み
ぎ
三
区
分
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
で
は
、

完
全

B
プ
ラ
ン
適
用
地
区

申
請
に
か
か
る
建
築
案
が
こ
の
地
区
に
あ
る
と
き
、
建
築
許
可
の
要
件
は
一
九
六

O
年
法
以
来
、
次
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。

①
建
築
案
が
完
全

B
プ
ラ
ン
の
指
定
(
司
g
Z
2
N
g
m
)

②
地
区
基
盤
整
備
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
反
し
て
い
な
い
こ
と

2 

連
担
建
築
地
区

(
N
g
ω
B
S
B
F山口
mσ
与
ωロ
Z
Oユ
印
件
。
口
)

ま
ず
、
な
に
が
連
担
建
築
地
区
で
あ
る
の
か
、

し日(1)
て判
い決
るEは

未
建
築
士也
カま

あ
てコ

て
も

の
定
義
は
連
邦
建
設
法
に
は
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
八
年
一
一
月
六

一
連
の
建
築
物
が
完
結
(
連
続
)
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
場
合
に
連
担
建
築
が
あ
る
、
と

連
担
建
築
地
区
の
範
囲
を
め
ぐ
る
争
い
を
少
な
く
す
る
た
め
、

一
九
七
六
年
改
正
に
よ
り
、
連
担
建
築
地
区
の
範
囲
を
条
例
で
確
定
す
る

北法41(2・112)622



一
九
七
九
年
改
正
に
よ
っ
て
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
連
担
建
築
地
区
の
範
囲
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
立
法
上
の
努
力
と
い
え
よ
う
。

叩
さ
て
、
建
築
案
が
連
担
建
築
地
区
に
あ
る
と
き
、
建
築
許
可
の
要
件
は
、
一
九
六

O
年
法
三
四
条
に
あ
っ
て
は
、
建
築
が
許
可
さ
れ
て

も
、
「
既
存
建
築
物
と
地
区
基
盤
整
備
に
照
ら
し
、
疑
問
の
な
い
こ
と
(
ロ
与

a
g
E山
岳
)
」
と
い
う
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ

で
い
う
「
既
存
建
築
物
」
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
建
築
物
の
範
囲
は
、
建
築
案
の
実
施
が
影
響
を
及
ぽ
す
範
囲
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
疑
問
の

な
い
こ
と
」
と
は
、
「
土
地
法
上
の
重
要
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
さ
な
い
」

(
Z
E
S
σ
え
g
z♀
巴
n
y
E
]雪
印
旦

g
者
庄
司
告
E
♀

Z
2
2・

制
度
が
採
用
さ
れ
た
(
法
三
四
条
二
項
)
。
こ
の
制
度
の
適
用
範
囲
は
、

E
口
)
こ
と
、

と
理
解
さ
れ
た
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

た
と
え
ば
、
鶏
舎
建
築
許
可
を
拒
否
さ
れ
た
者
が
こ
の
拒
否
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
て
争
っ
た
事
案
で
、
一
九
六
九
年
四
月
二
三
日
連
邦
行
政

裁
判
所
第
四
部
判
決
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

寸
法
三
四
条
は
、
新
建
築
案
が
既
存
建
築
物
と
一
致
す
る
(
ロ
Z
B
E
E
5
5
8
)
こ
と
や
、
既
存
建
築
物
の
中
に
表
現
さ
れ
た
構
想
(
問
。
ロ
目
立
た
}
ロ
)

を
継
続
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
適
状
す
る
(
白
ロ
℃
器
犯
ロ
)
。
と
か
、
か
適
合
す
る
(
巾
S
B
m巾
ロ
)
。
と
か
の
表
現
も
誤
解
を
招
く
で

あ
ろ
う
。
建
築
案
の
実
施
が
土
地
法
上
の
重
要
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
建
築
案
が
既
存
建
築
物
と
一
致
で
き
る
(
話
吋
包
ロ
'

ぴ
白
円
)
な
ら
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
矛
盾
か
否
か
は
、
法
一
条
が
建
設
管
理
計
画
の
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の

(
σ
g
S己
HS)、

追
求
す
べ
き
も
の
(
巾
門
的
可
号
巾
ロ
者
負
門
)
、
あ
る
い
は
、
促
進
す
る
に
値
す
る
も
の
(
芯
丘

q
ロ
ロ
官
者
母
島
問
)
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
基
準
と
し
て
決

め
ら
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
周
辺
地
域
の
特
性
と
し
て
農
林
業
は
優
勢
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
か
ら
は
鶏
舎
の
不
許
可
は
導
か
れ
な

い
。
基
準
と
な
る
べ
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
こ
の
鶏
舎
の
種
類
・
機
能
と
周
辺
の
既
存
建
築
物
と
の
関
係
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
、
な
の
で

あ
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
、
隔
字
体
・
引
用
符
原
文

北法41(2・113)623

許
可
要
件
に
関
す
る
こ
う
し
た
解
釈
は
、
建
築
案
に
と
っ
て
緩
や
か
な
基
準
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
こ
の
結
果
、
連
担
建
築
地
区
の
状
況

一
九
七
六
年
の
法
改
正
を
招
い
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

み
ぎ
一
九
七
六
年
改
正
に
よ
り
、
法
三
四
条
は
著
し
く
詳
細
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

3) カま
悪
化
し

一
九
七
九
年
改
正
に
よ
り
、

と
こ
ろ
で
、

い
っ
そ



説

う
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
連
担
建
築
地
区
内
に
お
け
る
建
築
案
を
基
本
的
に
規
律
す
る
法
三
四
条
一
項
は
、

以
来
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
次
の
四
つ
を
許
可
要
件
と
し
て
い
る
。

①
建
築
案
が
、
(
も
し
制
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
)
簡
易

B
プ
ラ
ン
の
指
定
に
反
し
て
い
な
い
こ
と

②
建
築
案
が
、
周
辺
地
域
の
特
性
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
(
宮
門
出
。
巴

mog-
弘
常
ロ
筈

2
8
白
日
常

σEm--包
ロ
冨
程
)

合
要
件
」
と
い
う
)

一
九
七
六
年
改
正

(
以
下
「
適

北法41(2・114)624

論

③
地
区
基
盤
整
備
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

④
特
に
、
健
全
な
住
宅
・
労
働
条
件
の
維
持
、
地
区
景
観
の
害
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、

そ
の
他
の
公
益
が
建
築
案
に
対
立
し
な
い
こ
と
(
以

下
寸
公
益
要
件
」
と
い
う
)

最
後
の
「
公
益
要
件
L

の
解
釈
に
お
い
て
、
法
一
条
の
定
め
る
諸
目
標
・
諸
原
則
が
考
慮
さ
れ
る
。

問
の
な
い
こ
と
L

の
解
釈
に
関
す
る
、
先
述
の
一
九
六
九
年
四
月
二
三
日
判
決
な
ど
も
法
一
条
を
基
準
と
し
て
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
い

た
。
さ
ら
に
、
寸
公
益
要
件
」
に
お
い
て
例
示
さ
れ
て
い
る
「
健
全
な
住
宅
・
労
働
条
件
の
維
持
L

と
い
う
公
益
が
、
法
一
条
六
項
一
号
で
規

律
さ
れ
て
い
る
具
体
的
計
画
指
針
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
も
、
み
ぎ
解
釈
を
支
持
す
る
、
と
い
え
よ
う
。

(却〕

以
下
、
本
稿
で
は
、
連
邦
建
設
法
三
四
条
の
中
心
的
構
成
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
寸
適
合
要
件
」
と
、
「
公
益
要
件
L

に
つ
い
て
検
討
を

一
九
六

O
年
法
三
四
条
に
い
う
「
疑

(4) 続
け
る
tー
と

し
た
しユ

ま
ず
、
「
適
合
要
件
」
に
つ
き
、
基
本
的
判
断
を
示
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
八
年
五
月
二
六
日
判
決
を
紹
介
し
よ
う
。

本
判
決
は
、

B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
休
暇
用
住
宅
地
域
(
司

q-SF言
明
関
与
吉
)
に
指
定
さ
れ
て
い
た
場
所
に
、
一
家
族
用
住
宅
(
開
Z
E
5
5
3
E

E
5
)
を
建
築
す
る
べ
く
申
請
し
た
原
告
に
対
し
、
こ
れ
を
被
告
行
政
庁
が
拒
否
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、

B
プ
ラ
ン
の
上
級

《
判

μ
》

官
庁
に
よ
る
認
可
の
適
法
な
公
示
が
な
か
っ
た
こ
と
等
を
理
由
に
、

B
プ
ラ
ン
の
無
効
を
宣
言
し
て
か
ら

3
3
1
ミ
∞
)
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
い



〉フ。
第
一
に
、
寸
許
可
要
件
が
か
疑
問
の
な
い
こ
と
。
か
ら
か
適
合
。
へ
と
変
化
し
た
こ
と
か
ら
、
立
法
者
が
、
既
存
の
状
況
と
新
し
く
登
場
す
る
状

況
と
の
関
係
に
対
す
る
要
求
を
、
一
定
程
度
汐
高
め
る
。
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
何
が
か
適
合
々
か
は
極
め
て
難
し

い
問
題
で
あ
る
。
当
法
廷
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
ま
ず
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
周
辺
か
ら
あ
る
枠
が
取
り
出
さ
れ
る
。
L

(

ω

弓
1
8品
)
「
た
と

え
ば
、
基
準
と
な
る
周
辺
の
家
屋
が
二
、
三
も
し
く
は
四
階
建
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
点
で
の
枠
は
こ
な
い
し
四
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
の
事

案
で
、
こ
う
し
た
枠
を
取
り
出
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い
し
、
こ
の
枠
の
基
準
た
る
こ
と
に
つ
い
て
変
更
を

き
た
す
も
の
で
も
な
い
J

C
∞
日
)
寸
そ
し
て
、
こ
の
枠
の
中
に
あ
る
建
築
案
は
、
通
例
、
周
辺
に
適
合
し
て
い
る
。
L

G∞印)

第
二
に
、
し
か
し
、
二
つ
の
対
立
す
る
方
向
で
の
例
外
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
寸
建
築
案
が
こ
の
枠
を
維
持
し
て
い
て
も
、

か
他
へ
の
配
慮

E
q
m
$
2
2
2
河口

n
E片
町
ロ
与
B
巾
き
町
田
O
ロ丸一

mm)
ヘ
と
り
わ
け
、
隣
接
す
る
か
建
築
物
。
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
る
と
き

に
は
、
建
築
案
は
周
辺
に
適
合
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
枠
を
越
え
る
建
築
案
も
周
辺
に
適
合
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
適
合
と
は
、
同
一
(
巴
ロ

Z
E片
町
'

wa円
)
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
調
和
(
出
向
B
O
D
-
m
)
を
意
味
す
る
。
今
ま
で
周
辺
に
な
か
っ
た
も
の
は
絶
対
的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
適

合
要
件
は
、
緊
張
を
招
い
た
り
、
緊
張
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
枠
を
踏
み
越
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。
L

(

傍
点
引
用
者
)
(
お
印
|
お
ご

以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
結
論
と
し
て
、
原
告
の
建
築
案
の
許
容
性
を
導
い
た
。
つ
ま
り
、
拒
否
処
分
を
取
り
消
し
た
の
で
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

本
判
決
の
要
点
は
、
法
三
四
条
の
寸
適
合
要
件
L

の
解
釈
基
準
と
し
て
、
建
築
案
の
周
辺
か
ら
枠
が
導
き
出
さ
れ
、
こ
の
枠
に
は
相
反
す

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
の
提
示
す
る
解
釈
基
準
の
実
践
可
能
性
に
は
疑
問
も
寄
せ
ら
れ

てる
い方
る8向
。で

の
例
外
カt

存
す
る

こ
こ
で
は
特
に
、
「
隣
接
す
る
建
築
物
へ
の
配
慮
(
河
口
兵
包
与
吉
各
自
白
)
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

北法41(2・115)625

ま
た
、
最
近
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
適
合
(
間
宮
内
c
m
g
)
L
の
具
体
的
な
判
断
要
素
と
し
て
、
用
途
(
〉
ユ
)
、
密
度
(
富
山
由
)
、
建
築
方
法

(
切
宮
司
包
印
ぬ
)
、
越
境
建
築
可
能
面
積
(
の

E
ロ
仏
国
呂
島
田

5
2
E
E括
)
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

間
次
に
、
「
公
益
要
件
」
に
検
討
を
加
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
最
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
、
連
邦
行
政
裁
判
所
裁
判
官
ヴ
ァ
イ
ロ
イ
タ
ー



説

の
論
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
の
作
業
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

(
」
弓
ぬ
一
可
司
巾
口
一
行
『

H
O叫
)

論

ま
ず
、
法
三
四
条
一
項
の
定
め
る
他
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
「
適
合
要
件
」
、
(
も
し
あ
る
な
ら
ば
)
簡
易
B
プ
ラ
ン
と
の
一
致
、
地
区
基
盤
整
備
の

確
保
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
特
定
の
公
益
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
他
の
公
益
」
と
い
う
法
律
文
言
に

よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
み
ぎ
表
現
と
合
わ
せ
て
、
「
公
益
要
件
」
が
、
以
上
の
各
要
件
の
最
後
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、

他
の
要
件
に
対
し
劣
位

(E円
買
自
包
肉
)
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
導
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。

次
に
、
「
公
益
要
件
」
の
審
査
対
象
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
適
合
要
件
」
に
お
い
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
審
査
さ
れ
、
建
築
案
に
と
っ

て
こ
れ
が
障
害
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
、
再
び
、
「
公
益
要
件
」
に
お
い
て
審
査
対
象
と
な
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。

B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
規

律
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
「
公
益
要
件
」
の
審
査
対
象
と
な
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
許
せ
ば
、

B
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
た
諸
利
益
の
均
衡
が
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
《
針
。

そ
の
他
の
公
益
に
な
り
う
る
も
の
は
、
「
適
合
要
件
」
に
よ
っ
て
最
も
多
く
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
適
合
は
建
築
案
の
近
隣
周
辺

に
存
在
す
る
公
益
を
も
正
し
く
考
慮
し
て
い
る
と
き
に
の
み
承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
三
五
条
に
お
い
て
久
し
く
公
益
で
あ
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
て
き
た
、
か
第
三
者
の
保
護
に
値
す
る
利
益
へ
の
配
慮
(
河
口
門
官
庁
『
吉
田
町
自
町
田
三
回
n
y
E
N
当
貸
金
官
同
口
同
冊
目

g
g
u号
芯
『
)
。
ゃ
、

。
有
害
な
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す
こ
と
(
印
岳
注

-
R
E
d
s
d弓巾
-
Eロ
ヨ
ユ
内

5
m
g
Z
2
2
〔N
Z
〕

E
同
町
口
々
の
禁
止
は
、
か
近
隣
周
辺
(
口
答
巾
吋
巾

〔ロ〕

C
B
m巾
σロ
ロ
畑
町
)
。
に
関
す
る
限
り
、
法
三
四
条
一
項
に
い
う
「
適
合
要
件
L

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
封
。
す
な
わ
ち
、

9

近
隣
周
辺
。

《

m
m
v

に
関
し
て
は
、
「
適
合
要
件
」
が
こ
の
地
域
に
あ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
公
益
を
汲
み
尽
く
し
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
法
三
四
条
一
項
に
い
う
公
益
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

F
プ
ラ
ン
の
陳
述
、
国
土
計
画
の
目
標
も
こ
こ
に
い
う
公

《
切
品

V

益
で
は
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
道
路
法
上
の
増
築
禁
止
(
∞
可
由
民

2
5
n
r
E
n
F
S
〉ロ

σ
2
2「
ぎ
を
、
海
岸
築
提
の
禁
止
(
∞

m
g
p『
E510号
三
巾
)
、

水
利
経
済
・
地
下
水
保
護
の
必
要
(
∞
包
ロ
ユ
ロ
2
8
己
2
巧
回
目
印
句
者
目
立
回

g常
ロ
ロ
己
母
印
。

E
E
t
s
a
R
R
Z同N
巾
印
)
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
に
と
ど

A"ωv 

宇
品
マ
。
。

以
上
の
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
の
検
討
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
そ
の
他
の
公
益
」
が
建
築
案
に
対
立
し
な
い
こ
と
と
い
う
「
公
益
要
件
」
は
、

A
M
M
U
V
 

連
担
建
築
地
区
に
お
け
る
建
築
案
の
許
容
性
を
判
断
す
る
に
際
し
、
ほ
と
ん
ど
何
の
役
割
も
演
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
第
四
章
で
紹
介
・
検
討
す
る
《
配
慮
原
則
》
は
、
連
担
建
築
地
区
に
お
い
て
、

(回〉

じ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
「
公
益
L

概
念
を
通

3 

開
発
制
限
地
区

)
 

1
 

(
 
開
発
制
限
地
区
で
の
建
築
案
の
許
可
要
件
を
規
律
す
る
の
は
連
邦
建
設
法
三
五
条
で
あ
る
。

一
九
六

O
年
法
は
三
項
構
成
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
六
年
改
正
に
よ
り
七
項
構
成
に
な
り
、
一
九
七
九
年
改
正
で
は
六
項
構
成
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
改
正
に
伴
い
、
条
文
中
の
語
数
は
、

一
六
七
語
↓
六
三
八
語
↓
七
一
四
語
と
増
大
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、

{描〉

七
六
年
改
正
法
が
、
農
家
の
た
め
に
隠
居
者
住
宅
を
建
築
す
る
可
能
性
を
拡
大
し
た
こ
と
ご
項
二
号
)
と
、
農
業
構
造
の
変
化
に
対
応
で

そ
の
他
の
建
築
物
の
用
途
変
更
(
五
項
)
の
可
能
性
を

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
農
業
用
建
築
物
の
軽
微
な
用
途
変
更
(
四
項
)
、

そ
れ
ぞ
れ
明
文
で
認
知
し
た
こ
と
に
あ
る
。

お
よ
び
、

公法上の建築隣人訴訟 (2) 

ま
た
、
開
発
制
限
地
区
は
、
都
市
計
画
上
、
市
街
化
を
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
原
則
的
に
建
築
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ

〈
叩
mw
〉

れ
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
地
区
基
盤
整
備
な
ど
の
負
担
を
計
画
的
に
回
避
し
、
無
計
画
な
ス
プ
ロ

l
ル
を
阻
止
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。

以
下
、
開
発
制
限
地
区
に
お
け
る
建
築
案
の
許
可
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

叩

一

九

六

O
年
法
以
来
、
開
発
制
限
地
区
で
の
建
築
案
の
許
容
性
は
、
建
築
案
の
性
質
に
よ
り
、
ふ
た
つ
に
分
け
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
優
先
的
建
築
案
」
(
胃
-irm-o
ュ2
〈

2
E号
ロ
)
(
法
三
五
条
一
項
)
と
、
寸
そ
の
他
の
建
築
案
」
(
法
三
五
条

項

で
あ
る
。

ま
ず
、
「
優
先
的
建
築
案
L

と
は
、
具
体
的
に
は
、
一
項
各
号
に
列
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
農
業
隠
居
者
住
宅
の
ほ
か
、
農
林
業
、

(
羽
ω
)

一
定
の
公
共
の
供
給
業
務
(
電
気
、
ガ
ス
、
水
、
電
話
な
ど
て
お
よ
び
、
こ
の
地
区
で
し
か
実
施
で
き
な
い
建
築
案
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
。 九

北法41(2・117)627



説

法
律
自
体
が
、
い
わ
ば
計
画
し
て
、
こ
れ
ら
優
先
的
建
築
案
を
開
発
制
限
地
区
に
割
り
当
て
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
)
。
結
局
、
寸
優
先
的

建
築
案
」
は
、
開
発
制
限
地
区
で
の
建
築
を
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

法
三
五
条
一
項
が
定
め
る
「
優
先
的
建
築
案
」
の
許
可
要
件
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

①
公
益
が
対
立
し
な
い
こ
と

s
w
z
o
E
m
a
o
E
Z
Eロ)

②
十
分
な
地
区
基
盤
整
備
の
確
保

③
「
優
先
的
建
築
案
」
で
あ
る
こ
と

さ
ら
に
、
簡
易

B
プ
ラ
ン
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
反
し
な
い
こ
と
、
が
加
わ
る
。

北法41(2・118)628

論

つ
ぎ
に
、
「
そ
の
他
の
建
築
案
」
と
は
、
文
字
通
り
、
「
優
先
的
建
築
案
L

で
な
い
も
の
す
べ
て
を
意
味
し
て
い
る
。

法
三
五
条
二
項
が
定
め
る
「
そ
の
他
の
建
築
案
」
の
許
可
要
件
は
、
健
築
案
の
実
施
・
利
用
が
公
益
を
打
撃
し
な
い

(
E
n
z
z
a己
「
以
内
ya

p-)
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
同
条
三
項
に
は
、
公
益
を
打
撃
す
る
場
合
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
、
学
説
・
判
例
上
、
十
分
な
地
匿
基
盤
整
備
の

確
保
も
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
易

B
プ
ラ
ン
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
反
し
な
い
こ
と
も
要
件
と
な
る
の
は
、
寸
優
先
的
建
築
案
」
に
お

け
る
と
同
じ
で
あ
る
。

検 (3)
討
を
続
け
る

と

し
よ
う

以
下
で
は
、
「
優
先
的
建
築
案
」
、
「
そ
の
他
の
建
築
案
L

に
共
通
す
る
要
件
の
う
ち
、
特
に
、
公
益
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
、

さ
ら
に

ま
ず
、
健
全
な
住
宅
・
職
場
の
一
般
的
条
件
、
お
よ
び
、
居
住
者
・
勤
労
者
の
安
全
、
地
区
の
景
観
・
風
景
の
形
成
、
環
境
保
護
の
利
益
な
ど
、

法
一
条
六
項
が
例
示
す
る
建
設
管
理
計
画
(
切
さ

]aGEロ
)
の
諸
目
標
が
、
法
三
四
条
の
み
な
ら
ず
、
法
三
五
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
に
判
例
・
学
説
上
、
異
論
が
な
い
円
。

つ
ぎ
に
、
法
三
五
条
一
項
(
優
先
的
建
築
案
)

に
い
う
「
公
益
が
対
立
し
な
い
こ
と
」
、

同
条
二
項
(
そ
の
他
の
建
築
案
)

に
い
う
「
公
益
を
打



撃
し
な
い
こ
と
」
、
と
い
う
概
念
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
対
立
(
開
口
釘
巾
問
自
己
岳

g)」
に
関
し
、
「
建
築
案
の
実
現
に
あ
た
り
、

建
築
物
に
よ
っ
て
侵
害
(
〈

q
r
R
g
)
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
利
益
の
み
が
、
建
築
案
に
対
立
す
る
L

と
理
解
さ
れ
て
い
針
。
第
二
に
、
「
打
撃

(回

2
E可
山
口
町
長
四
ロ
ロ
ぬ
)
」
と
い
う
の
は
、
公
益
が
具
体
的
で
(
W
C
ロW
E
C
、
か
っ
、
「
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
影
響
(
ロ
ミ
ロ
ロ
巾
吾
巾
Z
W
Z
〔
ロ
〕
〉

5
三
岳
ロ
ロ
'

mHg)」
に
と
ど
ま
ら
な
い
影
響
を
被
む
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
公
益
の
妨
げ

2
5
2ロ
肉
)
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
針
。
結
局
、
「
優

先
的
建
築
案
」
の
方
が
「
そ
の
他
の
建
築
案
L

よ
り
も
公
益
に
対
す
る
対
抗
力
が
大
き
い
の
で
あ
り
、
各
法
条
の
文
言
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る

《
羽
川
町
V

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
公
益
を
打
撃
す
る
場
合
を
例
示
す
る
法
三
五
条
三
項
が
、
同
条
一
項
の
解
釈
に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
る
こ
と
で
学
説
上
異
論
を
み
な

い
。
つ
ま
り
、
「
優
先
的
建
築
案
L

の
許
可
要
件
た
る
「
公
益
が
対
立
し
な
い
こ
と
」
の
解
釈
に
あ
た
り
、
第
三
項
が
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
針
。

問
題
は
、
「
優
先
的
建
築
案
」
と
寸
そ
の
他
の
建
築
案
L

と
で
、
こ
の
「
公
益
」
に
関
し
違
い
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
し
て
ど
う
い
う
違
い

か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
既
存
サ
イ
ロ
か
ら
の
悪
臭
に
周
辺
住
民
が
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、

F
プ
ラ
ン
の
陳

述
す
る
公
益
が
反
対
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
生
飼
料
用
サ
イ
ロ
の
建
築
許
可
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
原
告
が
こ
れ
を
争
っ
た
事
案
に
関
す
る
、

一
九
六
七
年
一

O
月
二
五
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
判
決
が
、
極
め
て
明
快
な
議
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、

公法上の建築隣人訴訟(2 ) 

第
一
に
、
連
邦
建
設
法
三
五
条
は
優
先
的
建
築
案
ご
項
)
と
そ
の
他
の
建
築
案
(
二
項
)
の
許
可
要
件
を
分
け
て
規
律
し
て
い
る
。
法
律
文
言

が
す
で
に
、
そ
の
他
の
建
築
案
の
申
請
人
に
比
べ
て
、
優
先
的
建
築
案
の
申
請
者
に
広
く
て
強
力
な
法
的
可
能
性
の
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
立
法
者
は
自
ら
、
優
先
的
建
築
案
を
原
則
と
し
て
開
発
制
限
地
区
に
属
す
る
も
の
、
と
一
般
的
に
計
画
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
一
項
、
第
二
項
の
適
用
に
際
し
、
予
定
さ
れ
た
建
築
案
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
公
益
と
の
問
で
の
衡
量
が
必
要
と
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
衡
量
に
あ
た
り
、
こ
こ
に
両
項
の
違
い
が
あ
る
の
だ
が
、
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
優
先
化
が
、
優
先
的
建
築
案
に
有
利
な
よ
う
に
、
然

る
べ
く
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
益
の
か
か
わ
り
方
の
、
こ
の
違
い
は
程
度
の
差
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
質
的
な
違
い
で
あ
る
。
優
先
的
建
築

案
は
、
計
画
類
似
の
あ
り
方
で
、
開
発
制
限
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
建
築
案
は
、
逆
に
、
原
則
と
し
て
こ
の
地
区
で
は
実

=M〕

現
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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公法上の建築隣人訴訟(2 ) 
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法
律
上
の
表
現
は
、
ぷ
口
問
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Hwany--mas円
で
あ
り
、
個
々
の
建
築
案
に
よ
っ
て
生
じ
る
地
区
基
盤
整
備
の
需
要
を
充
た
す
に
必
要

な
措
置
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、
三
四
条
に
お
け
る
と
異
な
り
、
こ
う
し
た

定
義
づ
け
が
特
に
試
み
ら
れ
る
の
は
、
み
ぎ
各
法
条
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
ぷ

5
2一円
}Mgq・
と
い
う
文
言
が
こ
こ
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
語
の
機
能
は
、
地
区
基
盤
整
備
の
具
体
的
内
容
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
状
況
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
の
み

あ
る
と
し
て
、
み
ぎ
の
定
義
づ
け
を
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
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場
合
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い
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例
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公
益
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打
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す
る
場
合
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に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
言
上
、
第
二
項
(
そ
の
他
の
建
築
案
)
に
の
み
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
第
一
項
(
優
先
的
建
築
案
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に
関
す
る
「
公
益
が
対
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O
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既
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大
体
規
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あ
る
が
、
一
号
、
二
号
は
、

‘
九
七
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触
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述
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Einleitung 

1. V orgeschichte der offentlichrechtlichen N achbarklage 

II. Anerkennung der offentlichrechtlichen N achbarklage 

1) Uberblick der Rechtsordnung nach dem Zweite Weltkrieg 
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2) Anerkennung der δffentlichrechtlichen Nachbarklage 

a) Bewegung der Anerkennung 
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1) Uberblick der Rechtsordnung 
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